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は
じ
め
に

　

五
代
後
唐
以
降
後
周
ま
で
の
四
王
朝
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
北
宋
を
含

め
て
「
沙
陀
系
王
朝
」
と
呼
ぶ
展
望
が
提
示
さ
れ
た
（
森
部

二
〇
一
〇
、二
三
九
～
二
四
〇
頁
）。
漢
人
の
支
配
者
を
擁
し
漢
人
の
プ

ロ
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム（

１
）

を
形
成
し
た
と
見
な
さ
れ
、「
宋
型
文
化
」

と
の
類
型
化
も
な
さ
れ
た
宋
朝
・
宋
代
（
傳
一
九
七
二
、
妹
尾

一
九
九
七
―
Ａ
、
四
〇
六
～
四
一
三
頁
）
に
対
す
る
劇
的
な
史
観
の
転

換
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
宋
代
史
研
究
の
側
か
ら
の
反
応
は
概
し
て

鈍
い（

２
）。

本
論
に
お
い
て
は
後
周
、
特
に
世
宗
朝
（
西
暦
九
五
四
～

九
五
九
年
）を
と
り
あ
げ
る
こ
と
で
、こ
の
展
望
へ
の
応
答
を
試
み
る
。

　

そ
も
そ
も
「
沙
陀
系
王
朝
」
論
の
画
期
性
は
沙
陀
族
自
体
に
つ
い
て

と
い
う
よ
り
も
、
一
部
が
こ
れ
と
合
流
し
て
い
た
ソ
グ
ド
系
勢
力
に
つ

い
て
の
実
証
の
進
展
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
存
在
が
北
宋

五
代
後
周
世
宗
朝
を
め
ぐ
る
「
だ
れ
が
」「
い
つ
」「
ど
こ
で
」

―
後
周
・
北
宋
初
の
プ
ロ
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
再
考

―

山
　
　
根
　
　
直
　
　
生

の
外
戚
や
国
境
周
辺
の
戦
力
と
し
て
も
連
続
し
て
い
た
こ
と
の
実
証

（
石
見
二
〇
〇
五
、一
三
三
～
一
三
四
頁
、
森
部
二
〇
一
〇
、二
一
一
～

二
三
四
頁
、
な
ど
）
こ
そ
が
、
特
に
重
要
か
つ
象
徴
的
な
成
果
と
言
え

よ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
研
究
を
支
え
た
諸
条
件
、
と
り
わ
け
墓
室

や
墓
誌
銘
な
ど
の
新
資
史
料
は
、
ソ
グ
ド
系
勢
力
に
限
っ
て
出
土
す
る

わ
け
で
は
な
く
、
同
時
代
の
他
の
勢
力
に
つ
い
て
も
同
様
の
考
察
は
可

能
な
は
ず
で
あ
る
。
彼
ら
と
沙
陀
・
ソ
グ
ド
系
勢
力
を
並
び
置
い
て
考

察
し
て
こ
そ
、
唐
宋
間
の
歴
史
過
程
に
関
す
る
充
実
し
た
理
解
が
得
ら

れ
よ
う
。

　

ま
た
こ
の
論
を
受
け
入
れ
て
北
宋
ま
で
を
「
沙
陀
系
王
朝
」
と
認
め

る
場
合
に
は
、
で
は
な
ぜ
後
周
・
北
宋
は
契
丹
と
の
対
決
姿
勢
を
か
か

げ
漢
人
・
中
華
の
守
護
者
と
し
て

―
具
体
的
・
政
治
史
的
に
は
、
そ

の
領
域
内
の
地
主
の
守
護
者
と
し
て（

３
）

―
自
ら
任
じ
た
の
か
、
と
い
う

問
題
が
浮
上
す
る
。
と
い
う
の
も
従
来
こ
の
問
い
は
、
両
王
朝
を
先
験
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で
あ
る
。
…
…
（
同
、
四
一
頁
）

　

傍
線
の
通
り
柴
栄
の
出
自
を
「
漢
人
」「
中
国
人
」
と
見
な
す
こ
と

に
基
づ
き
、
そ
の
政
策
の
北
宋
へ
の
連
続
ま
で
を
説
い
た
こ
う
し
た
理

解
に
対
し
、従
来
反
論
が
皆
無
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
い
ま
、

「
沙
陀
系
王
朝
」
論
に
対
し
賛
否
い
ず
れ
で
あ
れ
応
答
す
る
た
め
に
は
、

『
資
治
通
鑑
』（
以
下
『
通
鑑
』
と
略
称
）
な
ど
後
代
の
編
纂
史
料
の
叙

述
に
始
ま
る
こ
う
し
た
説
明
を
、
ソ
グ
ド
研
究
と
同
等
に
石
刻
史
料
も

活
用
し
て
、
柴
栄
傘
下
の
集
団
の
社
会
史
的
特
質
に
ま
で
ふ
み
こ
ん
で

再
考
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
そ
の
場
合
、
柴
栄
の
事
業
全
体
は
ど
う
説
明
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
の
か
。
彼
を
「
漢
人
」「
中
国
人
」
と
見
る
先
の
説
明
は
、
と
も

か
く
も
そ
の
治
世
の
全
体
像
を
叙
述
で
き
た
。「
漢
人
の
柴
栄
が
」
と

い
う
「
だ
れ
が
」
の
設
定
を
改
め
た
時
、「
い
つ
」「
ど
こ
で
」「
な
ぜ
」

「
い
か
に
し
て
」
と
い
う
問
題
も
問
い
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
で

あ
り
、
そ
う
し
た
包
括
的
代
案
は
い
ま
だ
無
い
の
で
は
な
い
か
。
た
と

え
ば
日
野
の
概
括
末
尾
に
も
見
え
る
、
五
代
に
お
け
る
中
央
集
権
化
・

禁
軍
強
化
の
到
達
点
と
し
て
の
後
周
世
宗
朝
に
つ
い
て
は
、
菊
池
英
夫

氏
ら
錚
々
た
る
論
者
に
よ
っ
て
早
く
か
ら
研
究
さ
れ
て
き
た
分
野
だ
が

（
菊
池
一
九
五
八
な
ど
）、
そ
れ
は
彼
の
事
業
が
「
い
か
に
し
て
」
為
さ

れ
た
か
に
あ
た
る
説
明
で
あ
り
、「
な
ぜ
」
そ
の
他
の
問
い
に
ま
で
及

ぶ
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
後
周
に
関
す
る
考
察
に
は
、
続
く
宋
朝
と
の
独
特
な
関
係

に
由
来
す
る
複
雑
性
が
つ
き
ま
と
う
。
王
朝
交
代
の
く
り
か
え
さ
れ
た

五
代
史
に
あ
っ
て
、
た
し
か
に
周
宋
の
移
行
は
流
血
の
少
な
い
も
の
で

的
に
漢
人
を
中
心
と
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
で
看
過
さ
れ
て
き
た
と

思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
唐
五
代
藩
鎮
研
究
の
パ
イ
オ
ニ
ア
、
日
野
開

三
郎
の
所
論
を
見
よ
う
（
傍
線
は
筆
者
が
付
し
た
）。

世
宗
郭
栄
、
本
姓
柴
氏
…
邢
州
に
生
る
。
柴
氏
は
邢
州
竜
岡
の
世

豪
、
太
祖
の
皇
后
は
即
ち
柴
氏
で
、
太
祖
の
微
時
は
柴
氏
の
資
助

を
仰
い
で
い
た
。
世
宗
は
后
の
甥
で
、
こ
の
縁
故
か
ら
太
祖
に
仕

え
、
実
子
の
な
か
っ
た
太
祖
は
そ
の
賢
を
愛
し
て
養
子
と
し
た
。

…
…
世
宗
は
漢
人
世
豪
の
出
身
と
し
て
品
位
を
備
え
、
国
家
民
族

意
識
に
目
覚
め
、
漢
族
復
興
を
己
が
任
と
す
る
高
邁
な
理
想
と
識

見
と
を
有
し
て
い
た
。
…
…
（
日
野
一
九
八
〇
、三
八
―
三
九
頁
）

…
帝
は
従
来
四
朝
の
諸
帝
が
帝
王
の
地
位
を
以
て
軍
人
最
高
の
野

心
目
標
と
考
え
、
軍
閥
の
統
領
的
存
在
に
満
足
し
来
っ
た
態
度
を

排
し
、
こ
れ
を
中
国
伝
統
の
本
来
的
な
天
子
、
即
ち
中
国
を
中
心

と
し
て
華
夷
万
民
に
そ
の
と
こ
ろ
を
得
し
め
、
民
生
の
福
利
増
進

を
天
賦
の
使
命
と
す
る
崇
高
神
聖
な
天
子
と
し
て
自
覚
し
、
こ
の

理
想
の
達
成
に
壮
年
の
熱
と
生
得
の
聡
智
と
を
傾
倒
し
た
。
…
即

ち
契
丹
及
び
こ
れ
を
後
援
と
恃
む
北
漢
に
対
す
る
攻
伐
を
後
廻
し

と
し
て
ま
ず
列
国
を
統
合
し
、
全
支
統
合
の
力
を
以
て
外
敵
に
当

る
こ
と
、
中
国
人
の
中
国
を
標
榜
し
、
幽
薊
十
六
州
の
奪
回
、
契

丹
の
撃
滅
を
最
後
の
仕
上
げ
と
す
る
こ
と
、
こ
れ
等
は
世
宗
の
樹

立
し
た
大
方
針
で
、そ
の
ま
ま
北
宋
に
受
継
が
れ
た
の
で
あ
っ
て
、

い
わ
ば
世
宗
は
、
後
唐
の
明
宗
・
後
晋
の
高
祖
等
に
よ
っ
て
徐
々

に
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
中
央
集
権
的
工
作
を
一
気
に
前
進
せ
し

め
、
天
下
統
合
の
素
地
を
造
っ
て
そ
の
仕
上
げ
を
宋
に
譲
っ
た
の
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pp.210-215

）。

　

沙
陀
系
勢
力
は
こ
の
区
分
で
は
河
東
道
に
多
く
含
ま
れ
る
こ
と
に
な

り
、
後
周
両
帝
や
宋
太
祖
・
宋
太
宗
の
台
頭
ま
で
も
先
の
傾
向
と
関
連

し
て
説
明
し
た
ワ
ン
氏
の
展
望
（
同
、p.215

）
に
は
、
い
ま
な
お
参

考
と
す
べ
き
点
が
多
い
。
高
井
康
典
行
氏
は
五
代
の
「
文
士
」
＝
文
人

官
僚
部
門
で
の
幽
州
出
身
者
の
卓
越
を
指
摘
し
（
高
井
二
〇
一
二
）、

ま
た
岳
東
氏
は
後
周
に
つ
い
て
や
は
り
河
北
出
身
者
が
中
心
と
な
っ
て

い
っ
た
こ
と
を
、「
漢
化
」
し
「
河
朔
化
」
す
る
「
代
北
集
団
」
と
と

ら
え
て
確
認
し
て
い
る
（
岳
二
〇
一
六
）。
以
上
か
ら
筆
者
も
沙
陀
系
・

ソ
グ
ド
系
な
ど
の
具
体
的
な
民
族
的
特
性
に
対
置
す
る
も
の
と
し
て

は
、「
漢
人
」「
中
国
人
」
な
ど
と
い
っ
た
漠
と
し
た
と
ら
え
方
で
な
く
、

ワ
ン
氏
の
見
出
し
た
地
域
史
的
特
性
に
よ
っ
て
応
じ
る
こ
と
が
妥
当
だ

と
思
う
。

　

そ
の
上
で
、
特
に
五
代
世
宗
朝
を
再
考
し
よ
う
と
す
る
本
論
の
関
心

か
ら
は
、
新
旧
『
五
代
史
』
に
立
伝
さ
れ
た
者
を
累
計
す
る
と
い
う
前

提
や
、
上
記
三
つ
の
地
域
区
分
な
ど
に
対
し
て
、
な
お
補
足
す
る
必
要

を
覚
え
る
。
先
述
の
通
り
ソ
グ
ド
研
究
の
進
展
を
踏
ま
え
れ
ば
石
刻
史

料
の
検
討
が
必
須
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
燕
雲
十
六
州
の
割
譲
以
降
の

歴
史
過
程
に
お
い
て
、
こ
れ
を
「
河
北
」
に
一
括
す
る
に
は
疑
問
が
あ

る
こ
と
、
な
ど
に
よ
る
。

　

そ
こ
で
本
論
で
取
り
上
げ
る
の
が
、
唐
末
か
ら
宋
代
に
見
ら
れ
た
三

班
使
臣
で
あ
る
。
三
班
使
臣
す
な
わ
ち
供
奉
官
・
殿
直
・
承
旨
の
三
官

は
、
五
代
宋
初
の
皇
帝
に
と
っ
て
ま
さ
し
く
「
側
近
」
と
呼
ぶ
べ
き
存

在
で
あ
り
、
つ
と
に
制
度
史
研
究
の
視
点
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
（
友

あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
宋
の
成
立
は
明
確
に
禁
軍
の
ク
ー
デ

タ
ー
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
宋
代
人
に
よ
る
世
宗
朝
の
記
述
に
全
幅

の
信
頼
が
お
け
る
わ
け
で
は
な
い
。
三
十
九
歳
で
急
逝
し
た
柴
栄
当
人

が
、
ど
の
よ
う
な
政
戦
の
展
望
を
抱
き
、
配
下
の
陣
容
を
ど
う
構
想
し

て
い
た
か
、
断
定
す
る
こ
と
も
本
来
難
し
い
は
ず
で
あ
る（

４
）。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
従
来
、
こ
う
し
た
柴
栄
→
柴
宗
訓
→
趙
匡
胤
間
の

断
絶
・
転
換
に
つ
い
て
は
、「
先
北
後
南
」
か
ら
「
先
南
後
北
」
へ
と

い
う
対
外
的
軍
事
行
動
の
先
後
が
注
目
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
だ

が
ソ
グ
ド
研
究
へ
の
応
答
と
し
て
柴
栄
は
何
者
か
と
問
い
直
す
場
合
、

他
に
も
多
く
の
問
題
に
つ
い
て
再
考
の
必
要
性
が
及
ぶ
こ
と
、
ひ
る
が

え
っ
て
こ
れ
ら
諸
問
題
を
改
め
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
意
義
を
柴
栄
へ

の
問
い
が
持
つ
こ
と
を
、
こ
こ
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

１
）
だ
れ
が
？
①

―
後
周
の
三
班
使
臣

　

柴
栄
と
は
何
者
か
。
よ
り
広
く
と
ら
え
れ
ば
、
五
代
後
周
世
宗
朝
に

集
っ
た
の
は
何
者
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
問
い
に
つ
い
て
は
先
述
の
通

り
、
近
年
の
研
究
が
ソ
グ
ド
系
・
沙
陀
系
勢
力
の
存
在
を
改
め
て
明
ら

か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
つ
と
に
ワ
ン
・
ガ
ン
ウ
ー
（
王
庚
武
）
氏
は
、

河
東
道
・
河
北
道
、
そ
し
て
河
南
道
（
現
在
の
河
南
省
、
山
東
省
、
陝

西
省
中
部
、
湖
北
省
の
大
部
分
、
を
含
む
）
と
い
う
三
つ
の
地
域
区
分

を
も
っ
て
五
代
各
朝
官
僚
の
出
身
地
を
分
類
し
、
禁
軍
・
枢
密
使
・
宣

徽
南
北
院
使
・
枢
密
使
の
僚
属
、
と
い
う
四
部
門
す
べ
て
に
お
い
て
、

河
北
出
身
者
が
河
東
の
そ
れ
に
次
い
で
多
く
、
五
代
を
下
る
に
つ
れ
さ

ら
に
増
加
す
る
、
と
い
う
傾
向
を
導
き
出
し
て
い
る
（W

ang1963

、
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さ
れ
た
の
ち
柴
栄
の
指
揮
下
に
入
っ
て
い
る
こ
と
（
１
４
５
、

１
４
７
、１
４
８（

６
））、

柴
栄
が
澶
州
節
度
使
で
あ
っ
た
時
期
に
同
地
で
官

僚
・
武
将
と
な
っ
た
人
で
あ
る
こ
と
（
１
４
５
、
１
４
６
、

１
４
８
、１
５
０
、１
５
４（

７
））、

な
ど
で
あ
ろ
う
。

　

五
代
各
朝
を
通
観
し
た
場
合
、
河
北
出
身
者
が
増
加
し
て
い
く
こ
と

自
体
は
、
先
に
あ
げ
た
諸
論
者
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か

し
今
回
の
整
理
か
ら
言
え
ば
、
少
な
く
と
も
三
班
使
臣
中
の
河
北
出
身

者
の
増
加
は
後
周
で
初
め
て
顕
著
と
な
っ
た
も
の
で
、
特
に
世
宗
麾
下

に
お
い
て
意
識
的
に
進
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
後
唐
以
来
の
宰
相
馮

道
が
河
北
瀛
州
の
出
身
で
あ
っ
た（

８
）こ

と
に
象
徴
さ
れ
る
、河
北
「
文
士
」

の
増
加
（
高
井
二
〇
一
二
）
に
比
較
す
れ
ば
、
皇
帝
側
近
官
に
お
け
る

人
的
構
成
の
転
換
は
遅
れ
、
河
東
優
位
の
状
況
が
続
い
て
い
た
と
言
え

よ
う
。
当
然
こ
う
し
た
後
周
の
転
換
に
は
、
当
時
の
河
東
に
北
漢
と
い

う
別
個
の
政
権
の
在
っ
た
こ
と
が
作
用
し
た
に
違
い
な
い
。
だ
が
逆
に

い
え
ば
、
北
漢
・
後
周
の
分
立
状
況
が
無
け
れ
ば
、
趙
氏
を
中
心
と
す

る
北
宋
初
期
の
政
治
状
況
も
生
じ
得
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

筆
者
は
ソ
グ
ド
研
究
の
説
く
、
後
周
・
宋
初
の
政
権
の
沙
陀
系
王
朝

と
し
て
の
性
格
を
否
定
し
な
い
。
歴
代
三
班
使
臣
の
う
ち
、
ソ
グ
ド
系

と
確
認
ま
た
は
想
定
さ
れ
る
人
員
の
割
合
も
、
表
Ｂ
に
見
る
通
り
無
視

で
き
な
い
。
何
よ
り
す
で
に
宋
代
史
研
究
に
お
い
て
も
、
後
周
・
北
宋

初
の
支
配
者
集
団
に
お
け
る
「
漢
」
認
識
の
あ
い
ま
い
さ
、「
胡
」
と

重
な
り
合
う
領
域
の
広
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
鄧

二
〇
〇
五
）。
し
か
し
先
の
人
的
構
成
か
ら
見
れ
ば
、
ま
た
、
沙
陀
系

王
朝
と
重
な
り
合
う
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
る
河
東
政
権
・
山
西
政
権

永
一
九
八
三
、
趙
一
九
九
三
、
な
ど
）。
編
纂
史
料
中
の
そ
れ
ら
に
つ

い
て
は
、
す
で
に
両
氏
の
研
究
に
ほ
と
ん
ど
網
羅
さ
れ
て
い
る
と
言
っ

て
よ
い
。
本
質
的
に
は
軍
事
政
権
で
あ
っ
た
五
代
各
朝
の
人
的
構
成
を

考
え
る
時
、
そ
し
て
ま
た
ソ
グ
ド
系
・
沙
陀
系
の
人
員
と
そ
れ
以
外
の

者
と
の
交
錯
を
再
考
す
る
時
、
有
力
節
度
使
や
軍
将
の
子
弟
が
ま
ま
任

じ
ら
れ
、後
の
高
官
を
輩
出
す
る
母
体
と
な
っ
た
こ
の
三
班
使
臣
こ
そ
、

急
逝
に
よ
っ
て
断
た
れ
た
柴
栄
の
政
権
構
想
を
と
ら
え
る
、
恰
好
の
枠

組
み
で
あ
る
と
思
う
。

　

こ
う
し
た
見
通
し
の
も
と
、
友
永
一
九
八
三
、
趙
一
九
九
三
の
引
く

三
班
使
臣
の
諸
事
例
を
編
年
的
に
再
整
理
し
、
石
刻
史
料
に
見
え
る
事

例
も
加
え
て
一
覧
化
し
た
も
の
が
表
１
、
そ
の
集
計
が
表
２
で
あ
る
。

ワ
ン
氏
以
来
の
地
域
史
的
展
望
と
ソ
グ
ド
研
究
の
民
族
史
的
展
望
に
接

続
で
き
る
よ
う
、出
身
地
は
河
東
（
Ａ
）・
河
南
（
Ｂ
）・
河
北
南
部
（
Ｃ
）・

河
北
北
部
す
な
わ
ち
燕
雲
十
六
州
（
Ｄ
）・
そ
の
他
（
Ｅ
。
以
上
の
地

域
区
分
に
つ
い
て
は
図
１
参
照
）
に
分
け
て
集
計
し
、
そ
の
姓
名
や
履

歴
か
ら
ソ
グ
ド
系
と
確
定
で
き
る
も
の
（
Ｓ
１
）、
確
定
で
き
な
い
が

ソ
グ
ド
姓
で
あ
る
も
の
（
Ｓ
２
）
も
そ
れ
ぞ
れ
集
計
し
た
。
姓
名
が
判

明
す
る
の
み
で
出
身
地
・
民
族
と
も
に
不
明
な
も
の
が
半
数
以
上
に
の

ぼ
る
こ
と
は
問
題
だ
が
、
こ
こ
か
ら
何
が
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

　

一
見
し
て
分
か
る
よ
う
に
、
出
身
地
の
判
明
す
る
三
班
使
臣
の
中
で

最
も
多
数
を
占
め
る
の
は
河
東
の
人
だ
が
、
後
漢
以
降
し
だ
い
に
増
加

し
後
周
世
宗
朝
で
最
多
と
な
る
の
は
河
北
南
部
の
人
で
あ
る
。
彼
ら
の

共
通
項
を
あ
げ
れ
ば
、
鄴
都
＝
大
名
＝
魏
州
の
人
で
あ
る
こ
と
（
80
、

１
１
２
、１
２
７
、１
４
４
、１
４
８
、１
４
９（

５
））、

郭
威
に
よ
っ
て
選
拔
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表１　五代の側近官
　（史料上の初出順。墓誌銘に基づく場合、側近官に就任した時点は必ずしも明確にできないので、墓誌銘
執筆の時点に基づき編年している。『冊府元亀』は『冊府』、『資治通鑑』は『通鑑』と略称）
王
朝

皇
帝

初出の
年 / 月

（番号）人名
［生没年］

備考
三班使臣としての職名、出身地、出典 区分

後　
　
　
　
　

梁

太
祖

907/4 （01）史彦璋 供奉官（『旧五代史』巻135、劉守光伝。Z 表11）。 S2
909/3 （02）段凝

［?-927］
東頭供奉官（『冊府』巻766、総録、攀附。T 表８、Z 表17）。開封の人（『旧五代史』巻
73、段凝伝）。 B

909/7 （03）聶榮受 殿直（『冊府』巻435、将帥、獻捷。Z 表９）。
909/9 （04）王唐福 殿直（『冊府』巻435、将帥、獻捷。Z 表９）。
910/11 （05）杜廷隠 供奉官（『冊府』巻57、帝王、英断。T 表１、Z 表10）。
910/11 （06）丁延徽 供奉官（『冊府』巻57、帝王、英断。T 表１）。
912/2 （07）丁昭溥 供奉官（『旧五代史』巻８、後梁末帝、同年同月二日。Z 表７）。
907-912 （08）韓歸範 供奉官、宦官（『旧五代史』巻53、李存孝伝、『冊府』巻474、臺省、奏議。Z 表11）。

末
帝

913/2 （09）楊彦賓 供奉官（『呉越備史』巻２、同年同月。T 表７）。
915/4 （10）扈異 供奉官（『通鑑』巻269、同年同月。Z 表14）
917/3 （11）鮑長新★ 西頭供奉官、充忠武軍兵馬都監（「南渓池亭及九龍廟記並陰側」、『八瓊室金石補正』巻79）
920/9 （12）郎公遠 供奉官（『旧五代史』巻10、後梁末帝、同年同月庚寅。Z 表10）。
920/9 （13）竇維 供奉官（『通鑑』巻271、同年同月。Z 表14）。

後　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

唐

荘　
　
　

宗

924/3 （14）李従襲
［?-926］

供奉官（『冊府』巻269、宗室、委任。Z 表13）、宦官（『冊府』巻670、内臣、誣搆、李延安・
李從襲・吕吕知柔。T 表３）。

925/6 （15）陳知隠
［?-935］

殿直（『冊府』巻128、帝王、明賞、同年同月。Z 表15）。

925/? （16）李延安 供奉官、宦官（『冊府』巻670、内臣、誣搆、李延安・李從襲・吕吕知柔。T 表３）。
925/? （17）呂知柔 供奉官、宦官（『冊府』巻670、内臣、誣搆、李延安・李從襲・吕吕知柔。T 表３）。
926/3 （18）景進 供奉内使（『通鑑』巻274、同年同月。Z 表７）。楽官（『冊府』巻933、総録、誣搆）。
923-926 （19）陳思譲

［903-974］
右班殿直、幽州盧龍の人（『宋史』巻261、陳思譲伝。T 表８）。 D

明　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗

926/5 （20）張殷祚 供奉官（『冊府』巻135、帝王、愍征役、同年同月丙寅。T 表３、Z 表４）。
926/6 （21）馬延 殿直（『通鑑』巻275、同年同月）。
926/9 （22）姚坤 供奉官（『冊府』巻980、外臣、通好、同年同月。Z 表10）。
926/10 （23）李彦楷 供奉官（『五代会要』巻30、南詔蠻、同年同月。Z 表10）。李楷と同一人物？
926/? （24）慕容彦超

［?-952］
供奉官（『冊府』巻846、總録、善射。T 表８、Z 表12）。太原の人（『旧五代史』巻130、
慕容彦超伝）。 A

927/4 （25）李楷 供奉官（『冊府』巻980、外臣、通好、同年同月。Z 表10）。李彦楷と同一人物？
928/4 （26）翟令竒 殿直（『冊府』巻123、帝王、征討。Z 表12）。 S2
929/5 （27）烏昭遇 供奉官（『通鑑』巻276、同年同月）。
929/5 （28）韓玫 供奉官（『通鑑』巻276、同年同月）。
930/11 （29）毛廷美★ 西頭供奉官、滄州の人（「毛璋墓誌」、pp.212-215、「毛璋妻李夫人墓誌」、pp.239-242、『新

五代史』巻26、毛璋伝）。 C

930/11 （30）毛廷翰★ 西頭供奉官、滄州の人（「毛璋墓誌」、pp.212-215、「毛璋妻李夫人墓誌」、pp.239-242、『新
五代史』巻26、毛璋伝）。 C

930/12 （31）周務謙 供奉官（『冊府』巻123、帝王、征討。Z 表12）。
930/12 （32）陳審瓊 供奉官（『冊府』巻123、帝王、征討。Z 表12）。
930/12 （33）符彦倫 供奉官（『冊府』巻123、帝王、征討。Z 表12）。
932/1 （34）張繼榮 殿直（『冊府』巻57、帝王、明察、同年同月）。
932/5 （35）李環

（李瓌瓌、李存瓌瓌）
供奉官、李克用の弟である李克寧の子（『冊府』巻178、帝王、姑息、同年同月。Z 表11）。 A

926-933 （36）王彦昇
［917-974］

東班承旨、「本蜀人、後唐同光中蜀平、徙家洛陽」（『宋史』巻250、王彦昇伝。Z 表12・
20）。 B

-934/? （37）西方璟 供奉官（『冊府』巻980、外臣、通好、応順元年（934）正月乙亥）。

閔
帝
・
廃
帝

934/2 （38）楚匡祚
（楚祚）

殿直（『通鑑』巻279、同年同月丁酉）。

934/4 （39）王巒 殿直（『通鑑』巻279、同年同月。Z 表７）。
934/? （40）史思温 供奉官（『冊府』巻510、邦計、重歛、同年。T 表４）。 S2
934/? （41）李筠

［?-960］
内殿直、并州太原の人（『宋史』巻484、李筠伝）。 A

935/3 （42）商守遠★ 内殿直、北燕薊門の人（「商在吉墓誌」、pp.261-263） D
936/8 （43）李譲勲 供奉官（『旧五代史』巻48、後唐末帝、同年同月。T 表３）。
934-936 （44）張鵬

［?-948］
供奉官、鎮州皷城の人（『旧五代史』巻106、張鵬伝。Z 表13）。 C
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後
唐 ？

926- （45）夏光遜★
［898-947］

東頭供奉官、青丘の人（「夏光遜墓誌」、pp.429-431）。 E

-929/10 （46）韓仲舉★
［894-929］

東頭供奉官、昌黎郡の人（「韓仲舉墓誌」、pp.196-198、「韓仲舉妻王氏墓誌」、pp.38-40、「韓
恭墓誌」pp.198-201）。 E

後　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

晋

高　
　
　
　
　
　
　
　
　

祖

936/? （47）李謙溥
［915-976］

殿直、并州盂県の人（『宋史』巻273、李謙溥伝。T 表３・７・９）。 A

936/? （48）宋偓偓

［926-989］
殿直、洛陽の人（『宋史』巻255、宋偓偓伝。T 表９・10）。 B

937/7 （49）王思勲
［?-937］

東頭供奉官、「厥父抱疾、其家甚貧」（『冊府』巻140、帝王、旌表。T 表６・11）。

937/11 （50）安元進★ （右蕃）内殿直（「安萬金墓誌」、pp.292-295、「安萬金妻何氏墓誌」、pp.298-300）。五世代
にわたり部落の首領を世襲したソグド系の家系（森部2010、pp.183-209）。

A
S1

937/11 （51）安元福★ 殿前承旨、安元進の弟（「安萬金墓誌」、pp.292-295、「安萬金妻何氏墓誌」、pp.298-300）。 A
S1

937/12 （52）劉貞義 承旨（『冊府』巻135、帝王、愍征役。T 表３・Z 表15）。
938/2 （53）花進威★ 内殿直（「花敬遷尊勝幢題名」、『八瓊室金石補正』巻80）。
938/2 （54）花光進★ 殿前■旨（「花敬遷尊勝幢題名」、『八瓊室金石補正』巻80）。
938/10 （55）張匡鄴 供奉官（『五代会要』巻29、于闐、同年同月。Z 表10）。
939/3 （56）斉延祚 供奉官（『旧五代史』巻78、後晋高祖紀、同年同月。T 表６）。
940/5 （57）劉彦瑤 供奉官（『冊府』巻123、帝王、征討、同年同月。T 表６）。
940/5 （58）安友謙 供奉官（『旧五代史』巻79、後晋高祖紀、同年同月。T 表２）。 S1
941/1 （59）張澄 供奉官（『旧五代史』巻79、後晋高祖紀、同年同月丙寅。T 表２）。
941/9 （60）李延業 供奉官（『冊府』巻980、外臣、通好、同年同月。Z 表10）。
941/11 （61）李仁廓 供奉官（『冊府』巻980、外臣、通好、同年同月。Z 表10）。
942/3 （62）馬延理 殿直（『冊府』巻980、外臣、通好、同年閏三月。Z 表10）。
942/6 （63）張延杲 殿直（『冊府』巻980、外臣、通好、同年同月辛酉。Z 表10）。

出　
　
　
　
　
　
　

帝

-942/8 （64）周覇崇★ 殿直、涿州范陽の人（「周令武墓誌」、pp.341-346）。 D
942/8 （65）周覇明★ 殿直。周覇崇の弟（「周令武墓誌」、pp.341-346）。 D
942/12 （66）馬延翰 供奉官（『冊府』巻106、帝王、惠民、同年同月丁丑。Z 表16）。
943/10 （67）梁光弼★ 西頭供奉官、太原の人（「梁漢顒墓誌」、pp.380-384、『旧五代史巻88、梁漢顒伝）。』 A
943/? （68）安守忠★ 西頭供奉官、并州晋陽県の人、ソグド系武人安審琦の次子（「安守忠墓誌」、『鴛鴦七誌齋

蔵石』）。
A
S1

944/? （69）羅彦瓌瓌

［924-970］
内殿直、并州太原の人（『宋史』巻250、羅彦瓌瓌伝。Z 表20）。 A

S2
945/3 （70）蕭處鈞 供奉官（『通鑑』巻284、同年同月乙巳）。
946/10 （71）張暉

［?-964］
供奉官（『通鑑』巻284、同年同月。Z 表10）、幽州大城の人（『宋史』巻272、張暉伝）。 D

946/1 （72）耿彦珣 供奉官（『通鑑』巻285、同年同月。Z 表12）。
946/? （73）陳光穂 供奉官（『旧五代史』巻125、髙允權伝。Z 表16）。
946/? （74）李漢瓊

［927-981］
内殿直、河南洛陽の人（『宋史』巻260、李漢瓊伝。Z 表20）。 B

942-946 （75）張勲
［900-967］

供奉官、洛陽の人（『宋史』巻271、張勲伝。T 表９）。 B

944-946 （76）翟仁欽 東頭供奉官、「不知其何人也」（『新五代史』巻33、翟進宗伝。T 表10）。 S2

？

936-943 （77）李重進
［?-960］

殿直、先祖は滄州の人（『宋史』巻484、李重進伝）。 C

936-946 （78）劉重進
［899-968］

右班殿直、西頭供奉官、幽州の人（『宋史』巻261、劉重進伝。T 表７）。 D

936-946 （79）翟守素
［922-992］

殿直、濟州任城県の人（『宋史』巻274、翟守素伝。T 表11）。 E
S2

936-946 （80）田仁朗
［930-989］

西頭供奉官、大名元城の人（『宋史』巻275、田仁朗伝。T 表11）。 C

936-946 （81）康延澤
［912-969］

供奉官。蔚州の人（『旧五代史』巻91、康福伝）。北宋の「沙陀政権以来のソグド姓を持っ
た将軍」（森部2010、pp.207-208）。

D
S1

後　
　
　
　
　

漢

高　
　
　

祖

946/? （82）周廣
［?-977］

供奉官、應州神武川の人（『宋史』巻271、周廣伝。Z 表20）。 D

946/? （83）孔守正 東西班承旨、開封浚儀の人（巻275、孔守正伝。Z 表20）。 B
947/6 （84）張廷翰

［917-969］
内殿直、東西班軍使、澤州陵川県の人（『宋史』巻259、張廷翰伝。Z 表20）。 C

947/11 （85）韓訓 内殿直（『通鑑』巻287、同年同月丙辰）。
隠
帝

947/? （86）張光贊★ 西頭供奉官（「夏光遜墓誌」、pp.429-431）。
948/4 （87）時知化 供奉官（『旧五代史』巻101、後漢隠帝紀、同年同月。T 表５、Z 表12）。
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後　
　
　
　
　
　
　
　
　

漢

隠　
　
　
　
　
　

帝

948/4 （88）王益 供奉官（『旧五代史』巻101、後漢隠帝紀、同年同月。T 表５、Z 表12）。
948/? （89）王繼濤

［?-964］
供奉官、河朔の人、（『宋史』巻255、王繼濤伝。T 表８）。 C

949/11 （90）趙延希 供奉官（『冊府』巻997、外臣、征討、同年同月。Z 表12）。
950/1 （91）張銖 供奉官（『冊府』巻435、将帥、獻捷、同年同月。T 表５・Z 表８）。
950/11 （92）孟業 供奉官（『通鑑』巻289、同年同月。Z 表７）。
948-950 （93）何繼筠

［921-971］
殿直、河南の人（『宋史』巻273、何繼筠伝。T 表２）。「沙陀政権以来のソグド姓を持っ
た将軍」（森部2010、pp.207-208）。

B
S1

948-950 （94）張永徳
［920-1000］

供奉官押班、并州陽曲の人（『宋史』巻255、張永徳伝。T 表９）。 A

948-950 （95）盧懐忠
［919-967］

供奉官、瀛州河間の人（『宋史』巻274、T 表１・９）。 D

948-950 （96）王繼勲 供奉官、陜州平陸の人（『宋史』巻274、王繼勲伝。T 表９）。 E
948-950 （97）田欽祚 殿直、供奉官、穎州汝陰県の人（『宋史』巻274、田欽祚伝。T 表１・10、Z 表13）。 B
948-950 （98）侯贇

［918-991］
殿前承旨、并州太原の人（『宋史』巻274、侯贇伝）。 A

後　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

周

太　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

祖

951/1 （99）蔣光遂 供奉官（『五代会要』巻29、契丹、同年同月。Z 表10）。953の蔣光遠と同一人物？兄弟？
951/1 （100）張令権 供奉官（『冊府』巻66、帝王、發號令、同年同月丙戌。Z 表14）。
951/1 （101）王殷 殿直（『冊府』巻66、帝王、發號令、同年同月。Z 表15）。『旧五代史』巻124の王殷とは別

人。
951/2 （102）李演 供奉官（『冊府』巻435、将帥、献捷、同年同月。Z 表８）。
951/3 （103）咸師範 西頭供奉官（『冊府』巻48、帝王、従人欲、同年同月丁卯。T 表１）。威師睿と兄弟？
951/3 （104）咸師睿 東頭供奉官（『冊府』巻48、帝王、従人欲、同年同月丁卯。T 表１）。威師範と兄弟？
951/3 （105）孫仁安 供奉都知（『冊府』巻435、将帥、献捷、同年同月。Z 表９）。
951/3 （106）張諲諲 供奉官（『冊府』巻435、将帥、献捷、同年同月。T 表５、Z 表16）。
951/5 （107）馬彦勍

［?-951］
供奉官、不法により処死（『冊府』巻154、帝王、明罰、同年同月甲申。T 表４）。

951/5 （108）李誦 供奉官（『冊府』巻980、外臣、通好、同年同月己巳。Z 表15）。
951/9 （109）王光貫★ 西頭供奉官。邠邠州平遙県の人、洛陽に家す（「王進威墓誌」、pp.476-479）。 E
951/12 （110）梁乂 供奉官（『冊府』巻435、将帥、献捷、同年同月。T 表３）。
951/? （111）劉廷譲 内殿直押班、先祖は涿州范陽の人、曾祖は盧龍軍節度の劉仁恭。盧龍の内紛を逃れて「避

難南奔」（『宋史』巻259、劉廷譲伝。Z 表20）。 D

951/? （112）馬仁瑀 内殿直、大名夏津の人（『宋史』巻273、馬仁瑀伝）。 C
951/? （113）楊光贊★

［919-966］
殿直、分陝（陝西省陝県）の人（「宋故恒農楊（光贊）墓誌銘」、『宋代墓誌輯釋』所収）。 E

952/1 （114）張令彬 供給官（『旧五代史』巻112、周太祖紀、同年同月丙寅。Z 表17）。
952/2 （115）蓋繼明 供奉官（『冊府』巻167、帝王、招懐、同年同月癸夘。T 表５）。
952/11 （116）斉蔵琦 供奉官（『冊府』巻136、帝王、慰労。T 表３・15）。
953/2 （117）張懐貞 供奉官（『通鑑』巻291、同年同月。T 表２）。
953/7 （118）武懐贊 供奉官（『旧五代史』巻113、周太祖本紀、同年同月戊戌。Z 表18）。
953/9 （119）馬諤 供奉官（『旧五代史』巻113、周太祖本紀、同年同月丁酉。Z 表12）。
953/? （120）蔣光遠 供奉官（『旧五代史』巻130、王峻伝。T 表５、Z 表７）。
951-953 （121）邢思進 供奉官（『宋史』巻261、陳思讓伝。T 表５）。
951-953 （122）郭守文

［913-963］
左班殿直、并州太原の人（『宋史』巻259、郭守文伝。T 表８）。 A

951-953 （123）慕容延釗
［935-989］

西頭供奉官、太原の人。弟の慕容延忠も「歴内殿直、供奉西頭官都知」（『宋史』巻251、
慕容延釗伝。T 表８）。 A

951-953 （124）韓重贇 左班殿直副都知、磁州武安の人。（『宋史』巻250、韓重贇伝、T 表２・８）。 C

世　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗

954/9 （125）竹奉璘
［?-954］

供奉官副都知、失敗により処斬（『旧五代史』巻114、後周世宗紀、同年同月辛丑。T 表４）。

954/10 （126）郝光庭
［?-954］

供奉官、不法により棄市（『旧五代史』巻114、後周世宗紀、同年同月已未。T 表４、Z 表
17）。

954/? （127）尹崇珂
［932-973］

東西班都知、秦州天水の人、「後徙居大名」（『宋史』巻259、尹崇珂伝。Z 表20）。 C

954/? （128）張秉★
［913-972］

東頭供奉官。「本澶州衛南人」（「宋故内酒坊使銀青光禄大夫検校吏部尚書兼御史大夫上柱
国権知揚州軍府事張府君（秉）墓誌銘并序」、『宋代墓誌輯釋』所収）。 C

955/1 （129）斉蔵珍
［?-957］

供奉官（『通鑑』巻292、同年同月癸未。T 表６）。

955/? （130）董遵誨
［926-981］

東西班押班、涿州范陽の人（『宋史』巻273、董遵誨伝。Z 表20）。 D

956/3 （131）安洪道
（安弘道）

供奉官（『冊府』巻167、帝王、招懐、同年同月、『通鑑』巻273、同年同月。T 表５・７、
Z 表11）。 S1
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956/7 （132）蕭守彬★ 西頭供奉官、父の蕭處仁は蘭陵の人（「蕭處仁墓誌」、pp.584-587）。 E
957/3 （133）田處嵓 供奉官（『冊府』巻106、帝王、惠民、同年同月、Z 表16）。
957/11 （134）康保裔 内殿直（『通鑑』巻293、同年同月戊子）、「河南洛陽人」（『宋史』巻446、康保裔伝）。 B

S1
958/1 （135）趙延祚★ 供奉官。（「李従曮曮妻朱氏墓誌」、p.600-603）。
958/9 （136）索延勛★ 西頭供奉官副都知、太原清原の人（『旧五代史』巻65、索自通伝、「索萬進墓誌」、pp.605-

608）。 A

958/9 （137）索延昌★ 西頭供奉官、索延勛の弟（「索萬進墓誌」）。 A
958/10 （138）宋崇義★ 東頭供奉官、汴州雍丘県の人（『旧五代史』巻123、宋彦筠伝、「宋彦筠墓誌」、pp.611-

614）。 B

958/10 （139）宋可言★ 殿直、父は宋崇義（「宋彦筠墓誌」」、pp.611-614）。 B
959/11 （140）張万進★ 客省承旨（「後周石屋洞客省承旨衛州司馬張万進造羅漢像記」、中央研究院歴史語言研究

所傅斯年図書館拓本所蔵）。
959/11 （141）梁文誼★ 閤門承旨（「後周石屋洞閤門承旨梁文誼為亡父母小子造羅漢象題記」、中央研究院歴史語

言研究所傅斯年図書館拓本所蔵）。
959/11 （142）薬可釣★ 殿直、并州晉陽の人（「大宋故曹州節度使妻弘農郡夫人楊氏墓誌」、『宋代墓誌輯釋』所収）。 A
959/11 （143）薬可勲★ 西頭供奉官、并州晉陽の人（「大宋故曹州節度使妻弘農郡夫人楊氏墓誌」、『宋代墓誌輯釋』

所収）。 A

959/? （144）李繼偓偓 内殿直、大名元城の人（『宋史』巻254、李繼勲伝）。 C
954-959 （145）曹彬

［932-1000］
供奉官、真定霊壽県の人（『宋史』巻258、曹彬伝。T 表１・８、Z 表３）。「ソグド人であ
る可能性が極めて高」い（西村2018、p.190）。

C
S1

954-959 （146）王晉卿
［907-973］

供奉官、東頭供奉官、河朔の人、（『宋史』巻271、王晋卿伝。T 表１・３・８、Z 表13）。 C

954-959 （147）李崇矩
［924-988］

供奉官、潞州上黨県の人（『宋史』巻257、李崇矩伝。T 表２・８、Z 表12）。 C

954-959 （148）曹翰 ［924-992］供奉官、大名の人（『宋史』巻260、曹翰伝。T 表２・８、Z 表８）。 C
S2

954-959 （149）潘美
［925-991］

供奉官、大名の人（『宋史』巻258、潘美伝。T 表２・８、Z 表12）。 C

954-959 （150）王贊 東頭供奉官、澶州観城県の人（『宋史』巻274、王贊伝。T 表８）。 C
954-959 （151）梁迥

［928-986］
殿直、博州聊城県の人、（『宋史』巻274、梁迥伝。T 表８）。 C

954-959 （152）王侁侁

［?-994］
東頭供奉官、開封浚儀の人、弟の王僎僎も供奉官に（『宋史』巻274、王侁侁伝。T 表９）。 B

954-959 （153）賀惟忠
［?-973］

供奉官、忻州定襄の人（『宋史』巻273、賀惟忠伝。T 表９）。 A

954-959 （154）魏丕★
［920-999］

右班殿直、相州の人（『宋史』巻270、魏丕伝。T 表１・８、Z 表13）。墓誌によれば「世
為燕人。後唐同光初（923）、徙家於鄴、今為大名人也」（趙2002）。 C

954-959 （155）趙延溥
［938-987］

左班殿直、真定の人（『宋史』巻254、趙延溥伝）。 C

954-959 （156）劉福祚★ 西頭供奉官、彭城（徐州）の人（「韓通墓誌」、『唐風樓碑録』）。 E
960? （157）韓七哥★ 東頭供奉官、太原の人（「韓通墓誌」、『唐風樓碑録』）。 A

？

951-959 （158）丁徳裕 供奉官、洺洺州臨洺洺県の人（『宋史』巻274、丁徳裕伝。T 表11）。 C
951-959 （159）呉元輔 供奉官、并州太原の人（『宋史』巻257、呉元輔伝。T 表11）。 A
951-959 （160）袁繼忠

［938-992］
右班殿直、先祖は振武から并州に移住（『宋史』巻259、袁繼忠伝。T 表11）。 A

王
朝
不
明

後晋以前（161）任繼崇★ 西頭供奉官、京兆の人（「任景述墓誌」、pp.349-353）。 E
後晋以前（162）段延勲★

［908-958］
西頭供奉官、太原の人（「段延勲墓誌」、p.620-621）。 A

後周以前（163）王廷義 供奉官、萊州掖県の人（『宋史』巻252、王廷義伝。Z 表20） E
939-954 （164）李守節

［939-971］
東頭供奉官、并州太原の人（『宋史』巻484、李筠伝）。 A

＜凡例＞
　○ T 表１～11＝友永植氏の整理に基づくもの（友永1983）。
　○ Z 表７～17、Z 表20= 趙雨楽氏の整理に基づくもの（趙雨楽1993、pp.31-79）。
　○�★＝墓誌など石刻史料の知見に基づくもの。主に周阿根『五代墓誌彙考』（黄山書社、2012年）に依拠し、備考で

はその頁数も記した。
　○�出身地域区分＝ A 河東出身、B 河南出身、C 河北南部（十六州以外、昭義・成徳・魏博・河陽三城節度使）出身、

D 河北北部（燕雲十六州）出身、E その他地域の出身。
　○�民族区分＝ S １諸研究やその姓（安・康・米姓）からソグド系と確定できるもの、S ２確定できないがソグド姓（石・

史・何・曹・羅・畢・翟姓）であるもの。
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表２　五代の側近官の出身・民族集計
出　　身　　地　　域 民族

河東
A

河南
B

河北南部
C

河北北部
D

その他
E 不明 各帝

総計
各朝
総計

ソグド系
確定 S1 姓 S2

後梁 太祖 1 7 8 13 1
末帝 5 5

後唐

荘宗 1 5 6

33明宗 2 1 2 13 18 1
閔 ･ 廃 1 1 1 4 7 1

？ 2 2

後晋
高祖 3 1 13 17

35
3

出帝 3 2 3 5 13 1 2
？ 2 2 1 5 1 1

後漢 高祖 1 1 1 1 4 17隠帝 2 2 1 1 1 6 13 1

後周
太祖 2 2 1 2 19 26

62世宗 6 4 12 1 2 8 33 3 1
？ 2 1 3

王朝不明 2 2 4
総計 23 12 22 11 10 86 164 9 7

凡例
　○�ソグド系と思われる人物について、諸研究の成果や安・康・米姓であることから確定できるものは S

１の記号で「確定」に、石・史・何・曹・羅・畢・翟姓だが確定できないものは S ２の記号でソグド「姓」
に算入した。

図１
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も
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。
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ら
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で
な
い
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、
郭
威
十
八
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時
（
西
暦
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９
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姓
が
あ
り

ふ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
か
ら
同
族
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
し
、

そ
の
場
合
彼
ら
は
元
来
潞
州
の
人
で
、
郭
簡
同
様
に
河
東
軍
将
と
な
っ

た
父
を
持
つ
常
思
の
み
「
太
原
の
人
」
と
記
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

邢
州
・
潞
州
は
河
北
道
・
河
東
道
の
境
界
に
あ
た
り
、
と
り
わ
け
青

年
期
の
郭
威
が
多
く
の
事
跡
を
残
し
た
潞
州
は
、
太
原
か
ら
南
下
し
て

河
北
南
部
へ
と
向
か
う
途
上
に
位
置
す
る
。
思
う
に
、
河
東
の
勢
力
が

河
北
南
部
へ
と
拡
大
す
る
と
い
う
軍
事
的
動
向
の
下
に
あ
っ
て
、
い
ち

早
く
河
東
側
に
参
入
し
栄
達
の
機
会
を
つ
か
ん
だ
の
が
、
郭
簡
―
郭
威

親
子
、
な
ら
び
に
常
思
親
子
で
あ
っ
た
。
本
貫
と
し
て
で
は
な
く
、
前

半
生
と
の
関
連
や
地
縁
の
深
さ
で
見
る
な
ら
ば
、
郭
威
は
邢
州
な
ど
よ

り
も
河
東
の
人
、
あ
る
い
は
太
原
の
人
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

郭
威
の
出
身
を
こ
の
よ
う
に
見
直
す
こ
と
で
、
彼
に
関
す
る
第
二
の

疑
問
、
四
人
の
妻
に
つ
い
て
も
、
新
た
な
知
見
が
導
か
れ
る
。
邢
州
龍

岡
の
人
柴
氏
は
唐
荘
宗
の
嬪
御
で
あ
っ
た
が
、
荘
宗
没
後
に
帰
郷
し
、

父
母
か
ら
は
節
度
使
こ
そ
再
婚
相
手
に
ふ
さ
わ
し
い
と
さ
れ
な
が
ら
、

の
例
に
倣
え
ば
、
後
周
、
少
な
く
と
も
世
宗
朝
は
、
民
族
的
特
色
よ
り

も
む
し
ろ
そ
の
出
身
地
に
基
づ
い
て
「
河
北
（
南
部
）
政
権
」
と
で
も

呼
ぶ
の
が
適
切
で
は
な
い
か
。
次
節
で
は
郭
威
・
柴
栄
の
後
周
両
帝
自

身
に
即
し
て
、
こ
れ
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

２
）
だ
れ
が
？
②

―
後
周
太
祖
・
世
宗

　

従
来
後
周
両
帝
と
い
え
ば
、
柴
栄
が
養
子
と
し
て
帝
位
を
つ
ぎ
、
し

か
も
つ
い
に
改
姓
し
な
か
っ
た
こ
と
が
論
点
と
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
し

か
し
他
に
も
な
お
両
帝
に
つ
い
て
は
考
察
の
手
が
か
り
が
潜
ん
で
い

る
。
ま
ず
は
太
祖
郭
威
に
関
す
る
歴
史
的
な
二
つ
の
疑
問
を
確
認
し
よ

う
。
一
つ
は
彼
の
父
親
に
関
す
る
も
の
、
い
ま
一
つ
は
趙
翼
『
廿
二
史

劄
記
』
卷
二
二
が
「
周
祖
四
娶
皆
再
醮
婦
」
と
題
す
る
、
全
員
が
再
婚

者
で
あ
っ
た
彼
の
四
人
の
妻
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
『
旧
五
代
史
』
巻
一
一
〇
、
後
周
太
祖
本
紀
に
よ
れ
ば
、
太
祖
郭
威

は
邢
州
堯
山
の
人
で
あ
る
。『
冊
府
元
亀
』
巻
一
、帝
王
部
、帝
系
で
は
、

彼
の
父
郭
簡
が
李
克
用
の
「
内
牙
愛
将
」
で
、
順
州
刺
史
に
登
っ
た
と

し
て
お
り
、
本
紀
が
先
の
記
述
に
続
い
て
「
帝　

生
れ
て
三
歳
、
家　

太
原
に
徙
る
。
居
る
こ
と
何

い
く
ば
くも

無
く
し
て
皇
考　

燕
軍
の
陥
す
所
と
為

り
、
王
事
に
歿
す
」
と
記
す
こ
と
と
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
郭
簡
は
河
北

南
部
の
人
で
あ
る
と
と
も
に
い
ち
早
く
太
原
の
沙
陀
系
勢
力
の
傘
下
に

入
っ
た
人
物
で
あ
り
、
燕
国
す
な
わ
ち
河
北
北
部
の
勢
力
と
の
戦
い
で

戦
死
し
た
軍
将
で
あ
っ
た
。

　

他
方
で
同
本
紀
で
は
、
郭
威
に
つ
い
て
「
本
と
常
氏
の
子
、
幼
く
し

て
母
の
郭
氏
に
適
す
る
に
隨
う
、
故
に
其
の
姓
を
冒
す
か
」
と
の
異
説



228

鎮
州
平
山
の
人
李
従
珂
が
後
唐
明
宗
の
養
子
と
な
っ
た
の
も
、
十
歳
の

時
、
母
魏
氏
と
と
も
に
明
宗
に
捕
ら
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
（『
旧

五
代
史
』
巻
四
六
、
末
帝
紀
上
）。
こ
う
し
た
先
例
も
ふ
ま
え
て
郭
威

の
例
を
見
れ
ば
、「
聯
姻
」
も
決
し
て
対
等
な
も
の
で
は
な
く
、
後
周

成
立
の
時
点
ま
で
河
東
の
側
が
一
貫
し
て
優
位
に
あ
っ
た
と
解
す
べ
き

だ
と
思
う
。
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
あ
る
い
は
郭
威
自
身
の
父
に
関

す
る
異
説
に
つ
い
て
も
、
母
王
氏
と
威
の
母
子
を
河
東
の
軍
将
郭
簡
が

略
取
し
た
、
と
い
う
の
が
真
相
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

以
上
、
郭
威
自
身
の
出
自
と
彼
の
妻
た
ち
と
の
関
係
を
見
直
し
て
得

ら
れ
た
知
見
と
は
、
郭
威
は
河
北
邢
州
堯
山
の
人
と
い
う
よ
り
河
東
太

原
の
人
と
見
る
べ
き
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
、
彼
は
妻
た
ち
を
同
郷
者
と

し
て
で
な
く
河
東
か
ら
の
征
服
者
と
し
て
得
て
い
た
こ
と
、に
尽
き
る
。

後
唐
以
来
の
諸
帝
が
全
き
沙
陀
系
＝
河
東
の
人
で
、
逆
に
柴
栄
に
は
河

東
と
の
関
連
が
お
よ
そ
見
ら
れ
な
い
こ
と
と
比
較
す
れ
ば
、
郭
威
は
過

渡
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う）

（1
（

。

３
）
だ
れ
が
？
③

―
後
周
両
帝
と
そ
の
側
近
官
の
関
係

　

後
周
世
宗
朝
は
五
代
に
お
い
て
、
初
め
て
河
北
出
身
者
が
君
臣
双
方

の
中
心
を
占
め
た
政
権
で
あ
っ
た
。
前
節
ま
で
に
見
出
し
た
こ
の
事
実

を
ふ
ま
え
、
後
周
政
治
史
、
特
に
そ
の
君
臣
関
係
を
見
直
そ
う
。
ま
ず

確
認
し
た
い
の
は
、
即
位
前
の
柴
栄
の
立
場
で
あ
る
。

　

後
漢
末
の
政
争
で
実
子
す
べ
て
を
失
っ
た
郭
威
に
と
っ
て
、
養
子
と

い
え
ど
も
柴
栄
は
実
質
唯
一
の
後
継
者
で
あ
っ
た
。
後
唐
荘
宗
の
跡
目

争
い
の
よ
う
な
障
害
を
柴
栄
は
回
避
で
き
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
も
皇

郭
威
を
「
貴
人
」
と
見
て
嫁
い
だ
（『
東
都
事
略
』
巻
二
、張
永
徳
伝
）。

楊
氏
は
鎮
州
真
定
の
「
良
家
」
の
人
で
、
勢
力
を
保
っ
て
い
た
成
徳
節

度
使
王
鎔
の
一
妃
と
な
っ
た
が
、
彼
の
敗
死
の
後
さ
ら
に
遍
歴
し
て
郭

威
に
嫁
い
だ
（『
旧
五
代
史
』
巻
一
二
一
、
楊
淑
妃
伝
）。
な
お
彼
女
は

郭
威
の
知
遇
を
得
た
当
初
、
容
易
に
彼
に
は
従
わ
な
か
っ
た
た
め
「
恐

逼
」
の
言
を
受
け
て
い
る
（『
宋
史
』
巻
二
五
五
、
楊
廷
璋
伝
）。
常
山

霊
壽
（
恒
州
）
の
人
董
氏
も
父
母
を
王
鎔
敗
死
の
戦
乱
で
失
っ
て
、「
潞

州
牙
将
」
の
夫
婦
に
養
育
さ
れ
、「
里
人
」
劉
進
超
に
嫁
い
だ
が
契
丹

の
南
進
で
先
立
た
れ
、
同
郷
の
楊
氏
を
通
じ
て
郭
威
に
嫁
い
だ
（『
旧

五
代
史
』
巻
一
二
一
、
董
徳
妃
伝
）。
恒
州
真
定
の
人
張
氏
も
、
王
鎔

の
下
で
要
職
を
務
め
る
父
を
持
っ
た
が
、
そ
の
敗
死
後
に
太
原
に
居
住

し
て
い
た
「
幽
州
偏
将
」
の
子
に
嫁
が
さ
れ
死
別
し
た
後
、
太
原
に
い

た
郭
威
の
眼
に
と
ま
る
こ
と
に
な
る
（
同
書
同
巻
、
張
貴
妃
伝
）。

　

す
な
わ
ち
四
人
は
い
ず
れ
も
五
代
初
期
、
河
北
南
部
で
「
河
朔
全
盛

の
時
」（『
旧
五
代
史
』
巻
一
二
一
、
楊
淑
妃
伝
）
に
相
応
の
嫁
ぎ
先
や

安
定
し
た
家
庭
を
得
て
い
た
も
の
の
、
河
東
・
契
丹
の
勢
力
が
同
地
に

進
攻
す
る
中
で
そ
れ
ら
を
失
い
、
自
身
ま
た
は
周
囲
か
ら
見
て
当
初
は

前
夫
よ
り
劣
る
存
在
で
あ
っ
た
郭
威
と
再
婚
し
た
の
で
あ
っ
た
。
趙
翼

は
彼
女
ら
全
員
が
再
婚
者
で
あ
る
こ
と
を
「
亦
た
解
す
べ
か
ら
ざ
る
な

り
」
と
批
判
的
に
総
括
す
る
が
、
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
河
北
南
部

と
い
う
特
定
の
地
域
が
陥
っ
た
、
権
力
の
真
空
状
態
と
戦
乱
の
惨
禍
と

で
あ
っ
た
と
思
う
。

　

岳
東
氏
は
「
聯
姻
」
す
な
わ
ち
婚
姻
関
係
の
締
結
を
、
河
東
・
河
北

間
の
「
融
合
渠
道
」
と
見
な
し
た
（
岳
二
〇
一
六
、九
二
頁
）。
し
か
し
、
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總
録
、
攀
附
）。

世
宗
が
民
間
に
あ
っ
た
と
き
、
か
つ
て
鄴
の
大
商
で
あ
る
頡
跌
氏

と
江
陵
に
赴
き
茶
貨
を
販
売
し
た
。
…
（
世
宗
が
）
い
っ
た
、「（
占

い
師
の
）
王
處
士
は
私
が
天
子
に
為
る
は
ず
だ
と
い
っ
て
い
た
。

若
し
も
い
つ
か
そ
う
な
っ
た
ら
あ
ん
た
は
ど
ん
な
官
職
を
も
と
め

る
か
、
言
っ
て
く
れ
」。
頡
跌
氏
は
い
っ
た
、「
そ
れ
が
し
は
三
十

年
も
商
賈
を
し
て
い
る
が
、
み
や
こ
を
経
由
せ
ぬ
こ
と
は
な
い
。

そ
の
た
び
に
税
官
に
座
し
て
利
益
を
と
ら
れ
、
一
日
の
お
さ
め
が

商
賈
の
数
月
ぶ
ん
に
も
お
よ
び
、ひ
そ
か
に
之
を
羨
ん
だ
も
の
だ
。

若
し
そ
な
た
が
天
子
と
為
っ
た
ら
、
そ
れ
が
し
の
願
い
は
み
や
こ

の
税
院
に
為
れ
れ
ば
充
分
だ
」。
世
宗
は
笑
っ
て
い
っ
た
、「
何
と

望
み
の
ひ
く
い
こ
と
か
」。
郭
氏
の
後
を
承
け
即
位
す
る
に
及
ん

で
、
頡
跌
は
な
お
健
在
で
あ
っ
た
。
召
見
し
て
、
つ
い
に
か
つ
て

言
っ
た
よ
う
に
之
に
あ
た
え
た
（『
五
代
史
補
』
卷
五
、「
世
宗
問

卜
」）。

　

こ
こ
に
登
場
す
る
李
彦
碩
・
頡
跌
氏）

（（
（

の
二
人
は
、
と
も
に
鄴
の
商
人

で
あ
り
、
か
つ
て
交
友
を
結
ん
だ
両
帝
の
登
極
に
よ
っ
て
初
め
て
専

売
・
商
税
を
管
理
す
る
役
職
に
つ
い
た
、
逆
に
い
え
ば
、
い
か
に
「
大

商
」
で
あ
ろ
う
と
も
五
代
の
中
央
権
力
と
は
一
定
程
度
隔
て
ら
れ
た
民

間
の
存
在
で
あ
っ
た
。
李
彦
碩
・
頡
跌
氏
ふ
た
り
の
こ
の
説
話
が
こ
う

し
て
あ
え
て
記
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
後
周
以
前
、
彼
ら
の
よ
う
な
河

北
有
力
者
の
政
権
中
枢
へ
の
参
加
が
例
外
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し

て
い
よ
う
。

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
両
者
の
相
違
で
あ
る
。
記
述
上
、
李
彦
碩
は
郭

太
子
・
節
度
使
時
代
の
彼
が
一
切
を
自
由
に
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。

郭
威
の
元
同
僚
で
後
周
建
国
の
元
勲
、
枢
密
使
の
王
峻
な
ど
は
、
柴
栄

の
入
朝
を
盛
ん
に
妨
害
し
た
と
い
う
（『
通
鑑
』
巻
二
九
一
、
広
順
三

年
（
九
五
三
）
正
月
）。『
通
鑑
』
が
柴
栄
の
死
を
記
す
場
面
で
そ
の
人

格
を
総
括
し
て
「
上
（
柴
栄
）
藩
に
在
り
し
と
き
、多
く
韜
晦
に
努
む
」

（
同
書
巻
二
九
四
、
顕
徳
六
年
（
九
五
九
）
六
月
癸
未
）
と
書
い
て
い

る
の
も
、
こ
う
し
た
状
況
に
対
応
し
た
彼
の
ふ
る
ま
い
を
指
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
彼
の
下
へ
、
あ
る
い
は
彼
自
身
と
の
知
遇
に
よ
っ
て
、
あ
る
い

は
養
父
郭
威
か
ら
の
手
引
き
に
よ
っ
て
集
っ
た
者
が
、
先
に
表
１
に
お

い
て
把
握
し
た
と
こ
ろ
の
三
班
使
臣
の
陣
容
で
あ
っ
た
。
皇
太
子
時
代

の
人
的
結
合
が
即
位
後
の
幕
僚
の
人
的
構
成
に
も
色
濃
く
ひ
き
つ
が
れ

る
と
い
う
の
は
、
歴
史
上
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
柴
栄
に
お
い
て
特

異
な
の
は
そ
の
場
が
対
契
丹
防
衛
の
前
線
た
る
澶
州
で
あ
っ
た
こ
と
、

養
父
郭
威
も
か
つ
て
そ
こ
で
同
じ
任
に
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
彼
と
現

地
の
人
々
が
と
も
に
河
北
を
郷
里
と
す
る
同
郷
結
合
を

―
郭
威
の
場

合
以
上
に

―
持
ち
え
た
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
条
件
の
下
、
世
宗
朝
の
君
臣
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と

な
っ
た
の
か
。
三
班
使
臣
か
ら
あ
え
て
離
れ
、
即
位
前
後
の
両
帝
そ
れ

ぞ
れ
が
持
っ
た
人
的
結
合
を
う
か
が
わ
せ
る
、
ま
っ
た
く
別
個
の
、
し

か
し
奇
妙
に
類
似
し
た
逸
話
を
紹
介
し
よ
う
。

李
彦
碩
、
字
德
修
、
も
と
は
商
賈
を
業
と
し
た
。
太
祖
が
鄴
に
鎮

し
た
と
き
、そ
の
身
辺
を
と
り
し
き
っ
た
。
即
位
す
る
に
及
ん
で
、

綾
綿
副
使
・
搉
埸
使
を
歴
任
し
た
（『
冊
府
元
龜
』
卷
七
六
六
、
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～
二
七
五
、同
年
二
月
、三
月
、四
月
丁
亥
朔
）。
思
う
に
劉
光
贊
に
と
っ

て
の
転
機
と
は
、
い
ま
だ
鄴
の
「
本
郷
公
府
」
に
身
を
置
い
て
い
た
彼

が
、
李
嗣
源
に
よ
る
放
伐
と
そ
の
後
の
過
程
で
彼
の
勢
力
下
に
組
み
込

ま
れ
、
か
え
っ
て
先
に
見
た
使
職
と
い
う
活
躍
の
場
を
得
た
こ
と
で
は

な
か
っ
た
か
。
汾
陽
郭
氏
・
太
原
王
氏
と
い
う
河
東
の
女
性
を
娶
っ
て

い
る
こ
と
も
、
河
東
出
身
者
を
中
心
と
す
る
明
宗
朝
以
降
の
各
朝
に
、

河
北
鄴
都
出
身
で
あ
る
彼
が
参
入
し
て
栄
達
を
見
た
こ
と
と
相
関
し
て

い
る
と
思
う
。
そ
し
て
孫
延
郃郃
も
ま
た
魏
州
の
館
陶
県
出
身
で
、

八
九
六
年
生
・
九
六
〇
年
没
、
お
そ
ら
く
は
後
唐
以
降
に
両
池
攉攉
塩
制

置
判
官
、
晋
州
攉攉
礬
都
務
使
、
滑
州
糧
料
使
、
黎
陽
発
運
使
を
歴
任
し

て
い
る
。

　

注
意
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
劉
光
贊
・
孫
延
贊
と
も
、
財
政
関
連
の

職
と
し
て
任
じ
ら
れ
た
の
は
首
都
・
中
央
の
も
の
で
は
な
い
。
思
う
に

こ
れ
は
河
北
の
人
士
が
関
中
そ
の
他
の
西
方
へ
向
け
ら
れ
た
と
い
う
、

呉
麗
娯
氏
の
指
摘
す
る
明
宗
期
の
「
河
北
人
士
之
西
行
」
と
い
う
人
事

的
傾
向
の
一
例
な
の
で
は
な
い
か
（
呉
二
〇
一
三
、四
〇
五
ー
四
一
三

頁
）。
そ
こ
で
は
彼
ら
は
後
唐
の
領
域
的
拡
大
に
際
し
て
の
尖
兵
と
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
決
し
て
首
都
開
封
の
要
職
へ
即
座
に
起
用
さ
れ

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
世
宗
朝
で
は
、
孫
延
郃郃
は
ま
さ
に
世
宗
の
北
征
に
際
し
て

隨
駕
都
糧
料
使
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
頡
跌
氏
と
同
様
の
政
権
中
枢
へ

の
栄
達
を
、
孫
延
郃郃
も
こ
こ
で
よ
う
や
く
達
成
し
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
か
ら
筆
者
は
、一
見
甚
だ
説
話
的
・
小
説
的
な
「
世
宗
門
卜
」
に
、

世
宗
朝
の
歴
史
的
実
態
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
役
職
で
い
え

威
が
節
度
使
と
な
っ
て
か
ら
の
関
係
が
知
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か

し
頡
跌
氏
と
柴
栄
の
間
は
い
か
に
も
は
ば
か
る
と
こ
ろ
の
な
い
「
民
間

に
在
」
っ
た
時
か
ら
の
交
遊
で
あ
り
、
そ
の
頡
跌
氏
が
「
京
洛
稅
院
」

に
就
く
と
い
う
宿
願
を
達
成
で
き
た
と
こ
ろ
に
、
こ
ち
ら
の
逸
話
の
要

点
が
あ
ろ
う
。

　

李
彦
碩
・
頡
跌
氏
両
者
と
も
管
見
に
お
い
て
は
、
こ
の
記
事
以
外
に

そ
の
素
性
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
史
料
は
な
い
。
そ
こ
で
こ
れ
に
近
い
時

期
に
両
者
と
類
似
す
る
地
位
に
登
っ
た
人
物
の
史
料
と
し
て
、
洛
陽
出

土
の
「
劉
光
贊
墓
誌
」
と）

（1
（

、
同
じ
く
洛
陽
出
土
の
「
孫
延
郃郃
墓
誌
」
を

見
よ
う）

（1
（

。

　

劉
光
贊
は
、
八
八
八
年
生
・
九
五
三
年
没
、
李
彦
碩
・
頡
跌
氏
と
同

じ
く
鄴
の
人
で
あ
っ
た
が
、
礼
楽
を
学
ん
で
後
唐
明
宗
朝
以
前
に
は
す

で
に
「
本
郷
公
府
」
に
仕
え
る
立
場
に
あ
っ
た
。「
天
成
の
年
自
り
開

運
の
歳
に
至
る
ま
で
」、
す
な
わ
ち
明
宗
か
ら
後
晋
の
出
帝
期
に
至
る

ま
で
の
間
に
、
安
陽
・
白
馬
・
邢
臺
・
洛
汭汭
の
各
地
で
「
兵
食
を
計
り
」

「
軍
儲
を
料
る
」
な
ど
の
兵
站
を
支
え
る
役
職
に
つ
い
た
。
そ
し
て
「
戊

申
の
歳
」
九
四
八
年
、
後
漢
朝
の
下
で
就
い
た
の
が
渦
口
都
商
税
使
の

役
職
で
あ
り
、
周
初
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
が
触
れ
ら
れ
て

い
る
。
い
わ
ば
五
代
の
商
税
・
専
売
税
管
理
使
職
と
し
て
、
劉
光
贊
は

李
彦
碩
・
頡
跌
氏
の
先
達
に
当
た
る
存
在
で
あ
っ
た
。

　

彼
の
職
掌
が
具
体
的
に
記
す
に
足
る
も
の
と
な
っ
た
天
成
年
間
と

は
、
そ
の
元
年
（
九
二
六
）
に
後
の
後
唐
明
宗
こ
と
李
嗣
源
が
鄴
を
会

府
と
す
る
魏
博
節
度
使
の
反
乱
鎮
圧
に
赴
き
、
逆
に
そ
の
反
兵
と
合
流

し
て
荘
宗
を
打
倒
す
る
に
及
ん
だ
時
期
で
あ
る
（『
通
鑑
』
巻
二
七
四
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召
見
し
て
殿
前
指
揮
使
に
あ
て
、
左
右
に
い
う
こ
と
に
は
、「
全

義
は
事
え
る
所
に
忠
で
あ
る
。
昔
、
河
中
に
在
り
し
と
き
に
は
、

屢し
ば

し
ば
吾
が
軍
を
挫
い
た
も
の
だ
。汝
ら
宜
し
く
之
に
効な

ら

う
べ
し
」

（『
通
鑑
』
卷
二
九
一
、
広
順
三
年
（
九
五
三
）
正
月
丙
申
）。

　

一
見
し
て
寛
容
な
名
君
に
あ
り
が
ち
な
故
事
と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う

こ
の
一
件
か
ら
も
、筆
者
は
後
周
に
固
有
な
状
況
が
見
出
せ
る
と
思
う
。

馬
全
義
は
幽
州
薊
県
の
人
で
騎
射
を
善
く
し
、
天
雄
軍
節
度
使
范
延

光
・
河
中
節
度
使
李
守
貞
ら
の
帳
下
を
わ
た
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
李

守
貞
討
伐
に
向
か
っ
た
郭
威
の
軍
勢
に
夜
襲
を
し
か
け
て
苦
戦
さ
せ
た

と
い
う
の
は
、
当
の
郭
威
が
語
っ
た
通
り
で
あ
り
、
そ
の
後
柴
栄
の
下

に
身
を
投
じ
た
と
い
う
（『
宋
史
』
卷
二
七
八
、
馬
全
義
伝
）。
郭
威
・

柴
栄
の
両
者
と
も
、
河
北
か
ら
連
れ
来
た
っ
た
彼
の
よ
う
な
人
材
を
、

そ
の
前
歴
を
問
う
こ
と
な
く
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
か
っ
た
。
実
の
と

こ
ろ
後
周
の
軍
事
力
の
中
核
は
彼
ら
が
担
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
河
北

に
生
ま
れ
そ
の
地
の
諸
勢
力
を
遍
歴
し
た
と
い
う
馬
全
義
の
前
半
生

も
、
決
し
て
彼
の
み
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

事
実
、即
位
直
後
の
柴
栄
が
契
丹
・
北
漢
の
連
合
軍
を
前
に
窮
地
に
陥
っ

た
際
、
奮
戦
し
て
彼
を
救
っ
た
の
が
こ
の
馬
全
義
で
あ
り
、
鄴
都
留
守

で
あ
っ
た
郭
威
に
仕
え
て
世
宗
の
下
で
も
内
殿
直
を
務
め
た
大
名
の
人

馬
仁
瑀瑀
（
表
１
、１
１
２
）
で
あ
り
、
そ
し
て
、
幽
州
固
安
の
人
で
後

の
殿
前
都
点
検
、
宋
太
祖
と
な
る
趙
匡
胤
で
あ
っ
た
（『
通
鑑
』
巻

二
九
一
、
建
徳
元
年
（
九
五
五
）
三
月
庚
寅
）。

　

以
上
、
本
節
で
の
筆
者
の
考
察
は
あ
る
い
は
、
こ
れ
ま
で
五
代
禁
軍

強
化
の
成
果
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
世
宗
朝
の
軍
事
的
力
量
を
、
世

ば
三
班
使
臣
か
ら
財
政
使
職
、
出
自
で
い
え
ば
商
人
か
ら
知
識
人
層）

（1
（

に

至
る
ま
で
、政
権
中
枢
へ
の
参
画
を
河
北
南
部
の
人
々
が
果
た
す
の
は
、

澶
州
で
雌
伏
の
皇
太
子
時
代
を
送
っ
た
柴
栄
の
下
で
こ
そ
可
能
と
な
っ

た
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
改
め
て
表
１
中
の
一
人
物
、
魏
丕
（
１
５
４
）
の
例
を
見
よ

う
。
彼
の
墓
誌
は
一
九
九
九
年
に
孟
津
縣
で
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
に

よ
れ
ば
魏
丕
は
「
世
よ
燕
人
為
り
。
後
唐
同
光
初
（
九
二
三
）、
家
を

鄴
に
徙
し
、
今
大
名
の
人
と
為
る
な
り
」
と
い
い
、
柴
栄
と
の
邂
逅
に

つ
い
て
は
「
周
世
宗　

家
嫡
を
以
て
澶
淵
に
鎮
す
る
に
洎お

よ

び
、
素
よ
り

公
の
名
を
知
り
一
見
し
て
甚
だ
喜
」
ん
だ
と
い
う
（
趙
二
〇
〇
二
）。

魏
丕
は
『
宋
史
』
巻
二
七
〇
に
も
立
伝
さ
れ
「
相
州
の
人
」
と
さ
れ
て

い
る
人
物
だ
が
、
こ
の
墓
誌
に
よ
っ
て
燕
す
な
わ
ち
河
北
北
部
か
ら
移

住
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。九
二
三
年
の
同
地
と
い
え
ば
、

劉
守
光
の
築
い
た
燕
国
が
九
一
三
年
十
月
に
は
李
存
勗
の
進
攻
に
よ
っ

て
崩
壊
し
（『
通
鑑
』
巻
二
六
八
、
同
年
同
月
）、
以
降
河
東
と
契
丹
と

の
争
奪
が
繰
り
返
さ
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
。思
う
に
魏
丕
の
一
族
と
は
、

こ
う
し
た
苦
境
か
ら
逃
れ
河
北
南
部
に
移
っ
た
人
々
の
一
例
で
あ
っ
た

ろ
う
。
澶
州
に
お
い
て
柴
栄
は
こ
う
し
た
人
々
を
積
極
的
に
収
容
し
、

そ
の
陣
容
を
充
実
さ
せ
た
と
言
え
る
。

　

と
こ
ろ
で
広
順
三
年
（
九
五
三
）、
先
に
も
ふ
れ
た
柴
栄
の
入
朝
が

よ
う
や
く
実
現
さ
れ
た
際
、
郭
威
と
柴
栄
、
そ
し
て
馬
全
義
な
る
一
部

将
の
間
で
以
下
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
。

鎮
寕寕
節
度
使
の
（
柴
）
栄
が
入
朝
す
る
と
、
も
と
李
守
貞
の
騎
士

で
あ
っ
た
馬
全
義
も
、
栄
に
従
っ
て
入
朝
し
た
。
帝
（
郭
威
）
は
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関
す
る
叙
述
を
列
挙
す
れ
ば
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

（
Ａ
）　
「
打
草
穀
」
な
ど
の
収
奪
に
対
し
て
「
東
西
両
畿
よ
り
鄭
・

滑
・
曹
・
濮
に
及
ぶ
数
百
里
の
間
、
財
畜　

殆
ど
盡
く
。
…

是
に
於
い
て
内
外
怨
憤
、
始
め
て
契
丹
に
患
苦
し
、
皆
な
之

を
逐
わ
ん
こ
と
を
思
う
」（
九
四
七
年
正
月
）。

（
Ｂ
）　

密
州
・
隸
州
の
刺
史
が
「
皆　

契
丹
を
避
け
、
衆
を
帥
い

唐（
南
唐
）に
奔
る
。
淮
北
賊
帥　

多
く
命
を
唐
に
請
う
」（
同

右
）。

（
Ｃ
）　

契
丹
任
命
の
保
義
節
度
副
使（
陝
州
）と
宦
官
が
殺
害
さ
れ
、

部
将
が
自
立
。
呼
び
か
け
の
語
は
「
今
胡
虜　

華
を
乱
す
、

乃
ち
吾
屬　

奮
発
の
秋
な
り
」（
同
二
月
）。

（
Ｄ
）　

磁
州
と
連
絡
を
取
り
つ
つ
相
州
で「
賊
帥
」が「
契
丹
数
百
」

を
殺
害
し
自
立
（
同
右
）。

（
Ｅ
）　

昭
義
（
潞
州
）
留
後
、「
契
丹
の
使
者
を
殺
し
、
鎮
を
舉
げ

て
来
降
す
」（
同
右
）。

（
Ｆ
）　

澶
州
で
も
契
丹
人
節
度
使
に
対
し
「
澶
州
の
人　

之
に
苦

し
み
、
賊
帥
王
瓊　

其
の
徒
千
餘
人
を
帥
い
、
夜
襲
し
て
南

城
に
據
る
…
」（
同
右
）。

（
Ｇ
）　

延
州
・
丹
州
で
も
契
丹
任
命
の
節
度
使
、
刺
史
が
駆
逐
さ

れ
る
（
同
右
）。

（
Ｈ
）　
「
東
方
群
盗　

大
い
に
起
り
、
宋
・
亳
・
密
三
州
を
陥
す
。

契
丹
主　

左
右
に
言
い
て
曰
く
『
我
知
ら
ず
、
中
国
の
人
の

制
し
難
き
こ
と
、
此
の
如
し
』」（
同
右
）。

　

以
上
、
特
に
傍
線
を
引
い
た
部
分
に
顕
著
な
、
異
民
族
の
侵
略
に
端

宗
以
下
禁
軍
軍
将
の
地
縁
的
結
合
で
見
直
し
た
だ
け
と
映
る
か
も
知
れ

な
い
。
し
か
し
、
五
代
後
半
の
河
北
一
帯
は
、
実
は
従
来
の
研
究
史
に

お
い
て
長
ら
く
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
日
野
以
来
の
藩
鎮
史

研
究
か
ら
見
れ
ば
、「
雄
藩
」
魏
博
節
度
使
の
分
割
に
象
徴
さ
れ
る
通

り
「
藩
鎮
割
拠
」
の
勢
力
も
す
で
に
無
く
、
ま
た
、
近
年
の
ソ
グ
ド
研

究
か
ら
も
突
厥
由
来
の
騎
馬
文
化
を
失
っ
て
い
く
過
程
に
あ
っ
た
と
消

極
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る（
森
部
二
〇
一
〇
、一
八
一
頁
）。

　

だ
が
以
上
に
見
た
後
周
世
宗
朝
で
の
人
的
構
成
の
転
換
を
認
め
る
な

ら
、や
は
り
河
北
南
部
こ
そ
世
宗
朝
お
よ
び
北
宋
政
権
の
「
揺
籃
の
地
」

で
あ
っ
た
と
と
ら
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
認
識
を
前
提
と

し
な
が
ら
、
次
節
以
降
で
は
、
世
宗
朝
に
関
す
る
他
の
問
題
を
展
望
し

よ
う
。

４
）�

な
ぜ
？　

ど
こ
で
？　

再
び
、
な
ぜ
？

―
反
契
丹
感
情
の
在

る
空
間

　

歴
史
的
事
象
の
因
果
関
係
を
単
一
の
理
由
か
ら
問
う
も
の
と
し
て
の

「
な
ぜ
」
は
、
歴
史
学
で
は
本
来
避
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

あ
え
て
柴
栄
の
事
業
に
関
し
て
、
そ
れ
が
為
さ
れ
る
に
至
っ
た
主
因
・

原
動
力
・
出
発
点
は
何
だ
っ
た
の
か
と
い
う
形
で
「
な
ぜ
」
と
問
う
な

ら
ば
、
本
論
冒
頭
の
日
野
の
概
括
の
よ
う
な
従
来
の
説
明
が
依
拠
し
て

き
た
の
は
、
柴
栄
の
即
位
か
ら
先
立
つ
こ
と
八
年
、
天
福
十
二
年

（
九
四
七
年
）
の
契
丹
に
よ
る
開
封
占
領
と
そ
の
失
敗
、
こ
れ
に
対
し

て
各
地
に
広
が
っ
た
反
抗
活
動
、
そ
し
て
そ
こ
に
醸
成
さ
れ
た
反
契
丹

感
情
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る）

（1
（

。
い
ま
、『
通
鑑
』
巻
二
八
六
の
こ
れ
に
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を
発
す
る
漢
人
の
プ
ロ
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
興
起
を
物
語
っ
た
こ

れ
ら
の
『
通
鑑
』
の
叙
述）

（1
（

が
、
同
書
の
注
釈
『
資
治
通
鑑
音
注
』
を
残

し
た
宋
末
元
初
の
人
胡
三
省
、
日
本
支
配
下
の
北
京
で
『
資
治
通
鑑
音

注
』
の
持
つ
価
値
を
改
め
て
見
出
し
『
通
鑑
胡
注
表
微
』
を
著
し
た
陳

垣
と
、
い
ず
れ
も
同
じ
く
「
外
敵
」
の
脅
威
の
下
に
あ
っ
た
漢
人
・
漢

族
か
ら
共
感
や
共
鳴
を
寄
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
つ
と
に

増
淵
龍
夫
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
増
淵
一
九
八
三
）。

　

だ
が
現
在
の
研
究
状
況
と
本
論
の
こ
こ
ま
で
の
論
証
か
ら
言
え
ば
、

契
丹
と
対
峙
す
る
も
の
を
「
中
国
」
と
概
括
し
た
『
通
鑑
』
に
始
ま
る

こ
れ
ら
の
叙
述
も
再
考
の
俎
上
に
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

（1
（

。ま
ず
は
、

（
Ａ
）
か
ら
（
Ｈ
）
の
記
述
を
地
図
上
に
整
理
し
、
こ
の
興
起
が
「
ど

こ
で
」
見
ら
れ
た
事
態
で
あ
っ
た
か
を
検
証
し
よ
う
（
図
２
参
照
）。

　

当
然
な
が
ら
そ
の
広
が
り
は
「
中
国
」
全
体
な
ど
と
い
う
も
の
で
は

な
い
。
ま
ず
、
東
南
の
昭
義
（
潞
州
）
を
の
ぞ
い
て
、
河
東
の
領
域
で

は
反
抗
が
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
同
地
一
帯
で
は
劉
知
遠
が
情
勢
を
静

観
し
つ
つ
勢
力
の
温
存
に
務
め
、
契
丹
側
の
進
入
を
わ
ず
か
に
と
ど
め

た
た
め
で
あ
ろ
う
。
対
し
て
、
図
に
お
い
て
は
各
州
の
州
治
に
ポ
イ
ン

ト
を
付
し
て
い
る
た
め
分
散
的
だ
が
、
特
に
開
封
よ
り
「
東
方
」（
Ｈ
）

で
は
反
抗
の
広
が
り
が
見
て
と
れ
る
。
山
東
半
島
沿
岸
周
辺
に
も
広
が

り
が
見
ら
れ
る
の
は
一
見
意
外
か
も
知
れ
な
い
が
、
契
丹
に
服
属
す
る

黒
水
靺
鞨
の
勢
力
が
お
そ
ら
く
は
海
上
を
へ
て
到
来
し
て
い
た
こ
と
が

後
唐
時
代
に
お
い
て
確
認
さ
れ
（
高
井
二
〇
一
六
、七
五
頁
）、
ま
た
、

契
丹
の
南
進
と
と
も
に
こ
の
地
域
に
も
そ
の
手
が
及
ぶ
と
い
う
事
態

は
、
後
の
澶
淵
の
盟
（
一
〇
〇
四
年
）
前
後
に
も
見
ら
れ
て
お
り
（
司

図２
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證
』（
復
旦
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）
で
の
新
出
土
史
資
料
ま
で

ふ
ま
え
た
新
た
な
考
証
を
参
照
す
る
と
、
散
逸
以
前
の
『
旧
五
代
史
』

の
記
述
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
「
戎
王
」
の
用
例
が
確
認
で
き
る
。

「�

戎
王
已
帰
本
国
」（
巻
八
四
、
晋
少
帝
本
紀
四
、
開
運
三
年

（
九
四
六
）
九
月
）。

「
戎
王
至
闕
」（
巻
八
九
、
桑
維
翰
伝
）。

「
戎
王
犯
闕
」（
巻
九
四
、
潘
環
伝
）。

「
戎
王
入
汴
」（
巻
九
七
、
楊
光
遠
伝
）。

「�

開
運
末
、
北
戎
犯
闕
、
…
。
及
戎
王
北
帰
」（
巻
一
一
二
、
周
太

祖
本
紀
、
広
順
三
年
（
九
五
三
）
二
月
癸
丑
）。

「
聞
戎
王
巳
斃
」（
巻
一
二
四
、
何
福
進
伝
）。

「
北
虜
犯
闕
、
…
俄
而
戎
王
卒
」（
巻
一
二
六
、
馮
道
伝
）。

　

こ
れ
ら
以
外
に
「
戎
王
」
の
語
が
頻
出
す
る
の
は
、
巻
八
九
の
桑
維

翰
伝
お
よ
び
巻
九
八
の
趙
延
壽
伝
で
あ
り
、
遼
太
宗
に
対
面
し
て
い
た

彼
ら
の
立
場
が
記
述
の
あ
り
方
に
も
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
他

方
で
『
新
五
代
史
』
や
『
通
鑑
』
な
ど
、
宋
代
人
に
よ
る
編
纂
で
は
あ

る
も
の
の
、
後
世
の
改
竄
を
現
在
で
は
退
け
る
こ
と
の
で
き
る
史
料
に

お
い
て
は
、
元
々
こ
の
語
は
あ
ま
り
見
る
こ
と
が
で
き
ず）

（1
（

、「
契
丹
主
」

な
ど
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

以
上
か
ら
筆
書
は
「
戎
王
」
の
語
と
は
、
ま
さ
に
同
時
代
に
用
い
ら

れ
た
、
時
人
の
感
情
・
心
性
を
よ
り
率
直
に
表
現
し
た
語
句
で
あ
っ
た

が
、
宋
代
の
編
纂
史
料
で
は
す
で
に
何
ら
か
の
規
制
を
施
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
そ
こ
で
五
代
で
の
用
例
を
求
め
て
墓
誌
を
確
認

す
る
と
、
以
下
三
例
の
「
戎
王
」
に
関
す
る
記
述
を
見
出
す
こ
と
が
で

馬
光
『
涑涑
水
記
聞
』
巻
六
、
愛
宕
一
九
七
四
、七
〇
～
七
一
頁
）、
地
勢

的
に
は
む
し
ろ
不
自
然
で
は
な
い
。

　

思
う
に
（
Ａ
）（
Ｄ
）（
Ｅ
）（
Ｆ
）
と
、
燕
雲
十
六
州
か
ら
南
北
を

貫
き
開
封
に
達
す
る
ル
ー
ト
状
の
分
布
は
、
ま
さ
に
こ
れ
が
契
丹
の
主

要
な
南
進
路
で
あ
っ
た
こ
と
と
相
関
す
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
は
、

河
朔
三
鎮
の
解
体
や
燕
雲
十
六
州
の
割
譲
に
よ
っ
て
、
契
丹
南
進
を
直

接
的
に
被
り
、
契
丹
と
後
晋
の
対
決
が
最
も
熾
烈
と
な
っ
た
空
間
で

あ
っ
た
。
先
掲
表
１
の
人
物
中
に
こ
う
し
た
活
動
を
探
し
て
も
、
李
筠

（
41
）
は
鎮
州
常
山
県
で
、
張
鵬
（
44
）
は
澶
州
で
、
羅
彦
瓌瓌
（
69
）

も
鎮
州
元
氏
県
で
、
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
出
身
地
や
民
族
に
関
わ
ら

ず
、
契
丹
へ
の
反
抗
の
舞
台
は
い
ず
れ
も
河
北
南
部
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
河
北
南
部
の
地
を
い
わ
ば
揺
籃
と
す
る
こ
と
が
、
や
が
て

契
丹
と
の
対
決
を
世
宗
朝
が
選
択
す
る
背
景
と
な
っ
た
、
と
見
る
こ
と

は
、
単
純
な
が
ら
相
応
の
蓋
然
性
を
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
さ

ら
に
異
な
る
角
度
か
ら
そ
の
具
体
像
を
と
ら
え
た
い
。
こ
こ
で
の
反
抗

の
対
象
た
る
契
丹
は
、
具
体
的
に
い
か
な
る
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
？

　

そ
こ
で
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、
陳
垣
の
書
誌
学
的
論
考
、『
旧
五

代
史
輯
本
發
覆
』（
陳
一
九
三
七
）
が
つ
と
に
指
摘
し
た
「
戎
王
」
の

語
で
あ
る
。
同
書
は
『
冊
府
元
龜
』
と
の
校
勘
に
よ
っ
て
、
民
族
に
関

わ
る
語
に
つ
い
て
の
『
旧
五
代
史
』
へ
の
後
世
の
改
竄
が
甚
だ
し
い
こ

と
を
指
摘
す
る
。
そ
こ
で
一
例
と
さ
れ
て
い
た
の
が
、
契
丹
（
遼
）
の

第
二
代
皇
帝
太
宗
（
耶
律
堯
骨
、
徳
光
）
の
み
を
表
す
と
い
う
こ
の
語

で
あ
っ
た
。
い
ま
陳
垣
に
よ
る
整
理
と
、
陳
尚
君
『
旧
五
代
史
新
輯
會
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県
令
の
高
弼
）。

　

①
は
契
丹
の
南
進
以
前
、
契
丹
と
後
晋
が
一
進
一
退
の
攻
防
を
続
け

る
過
程
を
記
す
。②
③
は
ま
さ
に
契
丹
進
攻
の
過
程
を
記
し
た
も
の
で
、

特
に
②
で
は
墓
主
趙
鳳
が
「
北
朝
」
＝
契
丹
側
に
属
し
た
時
期
と
、
そ

の
北
帰
の
際
残
留
し
「
南
朝
」
＝
後
漢
・
後
周
側
に
属
し
た
時
期
と
で
、

契
丹
皇
帝
へ
の
呼
称
が
「
北
朝
皇
帝
」
か
ら
「
戎
王
」
へ
と
転
じ
て
お

り
、
先
行
す
る
何
ら
か
の
複
数
の
記
述
に
基
づ
き
つ
つ
執
筆
さ
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
③
で
も
墓
主
は
「
滄
・
貝
・
邢
州
に
鎮
し
、
巡
検
し

て
漳
河
に
至
り
」、
契
丹
に
対
す
る
防
戦
に
当
た
っ
て
い
た
。
い
ず
れ

の
記
述
で
も
「
戎
王
」
が
遼
太
宗
を
指
す
の
は
間
違
い
な
い
。

　
「
北
朝
」の
語
が
五
代
後
晋
に
お
い
て
契
丹（
遼
）人
側
の
自
称
と
な
っ

て
い
た
こ
と
は
、
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
趙
・
李

二
〇
〇
八
）。
そ
の
自
称
を
ふ
ま
え
た
「
北
朝
皇
帝
」
と
い
う
、
尊
重

の
含
意
を
も
思
わ
せ
る
語
に
対
置
さ
れ
た
「
戎
王
」
の
語
と
は
、
や
は

り
彼
ら
の
「
侵
攻
」
を
受
け
た
現
場
の
憤
怒
あ
る
い
は
蔑
視
の
感
情
を

表
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る）

（1
（

。
あ
え
て
強
調
し
て
お
く
が
、
本
論
に
と
っ

て
重
要
な
こ
と
は
「
戎
」
の
語
に
う
か
が
わ
れ
る
中
華
思
想
な
ど
で
は

な
く
、
墓
誌
②
の
例
「
戎
王
帰
国
」
に
も
現
れ
る
、
そ
の
定
型
性
な
の

で
あ
る
。
先
の
『
旧
五
代
史
』
で
の
用
例
も
ふ
ま
え
れ
ば
こ
の
言
葉
は
、

「
宮
殿
ま
で
侵
入
し
た
も
の
の
北や

ぶ

れ
て
帰
り
、
途
上
で
死
ん
だ
異
民
族

の
王
」
に
対
し
て
、
彼
と
接
触
し
た
地
域
を
中
心
に
叫
ば
れ
た
フ
レ
ー

ズ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
『
通
鑑
』
の
叙
述
が
説
く
契
丹
の
開
封
占
領
に
対
す
る
敵
愾
心
、「
内4

外4

怨
憤
」「
皆
な

4

4

之
を
逐
わ
ん
こ
と
思
う
」
と
の
表
現
に
は
、
た
し
か

き
た
。
な
お
こ
れ
ら
墓
誌
の
記
述
は
す
べ
て
周
阿
根
氏
の
『
五
代
墓
誌

彙
考
』（
黃
山
書
社
、
二
〇
一
二
年
）
に
基
づ
き
つ
つ
、
現
存
の
拓
本

な
ど
に
よ
っ
て
確
認
し
て
い
る
。

①「
至
天
福
八
年（
九
四
三
）、幽
州
道
行
営
右
廂
都
指
揮
使
を
授
く
。

将
に
黠
虜
を
平
ら
げ
ん
と
し
、
中
原
を
静
め
る
を
冀ね

が

う
。
戈
甲　

纔わ
ず

か
に
興
れ
ば
戎
王　

已
に
遁
す
る
は
、
蓋
し
公
の
武
威
な
り
」

（「
王
廷
胤
墓
誌
」。
墓
主
は
太
原
（
図
１
の
地
域
区
分
Ａ
）
の
人
、

後
晋
滄
州
刺
史
、
八
九
一
年
生
―
九
四
四
年
没
、
九
四
五
年
四
月

埋
葬
、
撰
者
は
郷
貢
進
士
の
蘇
畋
）。

②
「
…
遂
に
潜
み
て
北
朝
皇
帝
に
奔
投
す
。
…
幽
州
關
南
巡
検
都
指

揮
使
に
充
つ
。
…
属
た
ま
晋
の
義
に
負
く
有
り
、法
駕　

南
巡
し
、

東
都
部
署
使
と
為
す
。
南
朝
に
至
り
、
因
り
て
宿
州
団
練
使
、
食

邑
三
百
戸
を
除
授
す
。
…
便
ち
戎
王
の
帰
国
す
る
に
値あ

い
、
漢
帝　

臨
朝
す
。
覃
恩
に
遇
う
と
雖
も
、
例
ね
僞
命
と
為
す
。
…
」（「
趙

鳳
墓
誌
」、
墓
主
は
冀
州
棗
強
の
人
（
地
域
区
分
Ｃ
）、
後
周
單
州

刺
史
、
九
一
三
年
生
―
九
五
三
年
没
、
九
五
五
年
二
月
埋
葬
、
撰

者
は
前
攝
齊
州
防
禦
巡
官
郷
貢
進
士
の
劉
徳
潤
）。

③
「
‥
晋
少
主　

親み
ず
から

黎
陽
に
至
る
。
詔
せ
ら
れ
て
行
闕
に
赴
き
、

駕
に
従
い
て
京
に
還
り
、
再
び
鄧
州
節
度
使
を
授
く
。
二
年

（
九
四
五
）、
詔
赴
闕
、
授
北
面
行
営
諸
道
歩
軍
都
指
揮
使
、
元
帥

杜
公
の
戎
王
を
滹滹
川
に
拒
む
に
充
つ
。‥
元
帥　

已
に
降
り
し
に
、

公　

猶
お
力
戦
す
る
が
ご
と
し
。戎
王　

其
の
忠
節
を
慕
う
」（「
宋

彦
筠
墓
誌
」、
墓
主
は
河
南
の
人
（
地
域
区
分
Ｂ
）、
八
七
九
年
生

―
九
五
六
年
没
、
九
五
八
年
十
月
埋
葬
、
撰
者
は
前
攝
潁
州
潁
上
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唐
に
請
う
」
た
と
い
う
の
は
、
以
降
、
後
漢
・
後
周
の
政
略
や
国
家
統

合
を
考
察
す
る
上
で
、
重
要
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
。
実
際
の
歴
史

過
程
と
し
て
は
、
こ
の
時
点
で
は
南
唐
側
が
閩
国
福
州
を
攻
略
中
で
応

じ
る
余
裕
が
な
く
、「
唐
主　

亦
た
之
を
悔
」
や
ん
だ
、
と
の
結
果
に

終
わ
っ
た
（『
通
鑑
』
巻
二
八
六
、
同
年
正
月
）。
し
か
し
こ
れ
は
、
契

丹
へ
の
応
戦
に
お
い
て
よ
り
広
域
的
に
対
応
し
う
る
勢
力
が
各
道
各
州

か
ら
の
支
持
を
得
ら
れ
る
事
態
と
な
っ
た
こ
と
を
示
し
、
特
に
山
東
か

ら
淮
北
を
い
ま
だ
直
接
的
支
配
下
に
置
け
ず
に
い
た
後
周
に
と
っ
て
、

先
の
政
治
的
選
択
を
魅
力
的
な
も
の
に
し
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

河
北
南
部
の
人
々
が
数
多
く
集
っ
た
後
周
王
朝
は
、
か
く
て
い
っ
そ

う
広
域
か
ら
の
支
持
を
得
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
に
至
っ
た
。
そ
の
過

程
の
具
体
像
は
、
名
君
と
評
さ
れ
る
柴
栄
の
治
世
の
成
功
を
「
い
か
に

し
て
」
と
問
い
直
す
こ
と
に
関
連
す
る
。
節
を
改
め
て
考
察
し
よ
う
。

５
）
い
か
に
し
て
？

―
在
地
自
衛
団
「
盗
」
の
包
摂

　

五
代
の
名
君
と
し
て
の
後
周
世
宗
柴
栄
は
し
ば
し
ば
、
後
唐
荘
宗
李

存
勗
・
明
宗
李
嗣
源
な
ど
と
の
対
比
と
い
う
形
で
評
価
さ
れ
る
。
本
論

冒
頭
に
引
い
た
日
野
氏
の
概
括
も
ま
た
、
先
に
省
略
し
た
部
分
で
荘

宗
・
世
宗
を
「
統
帥
策
戦
の
妙
」
に
お
い
て
対
比
し
て
い
た
（
日
野

一
九
八
〇
、三
八
～
三
九
頁
）。
五
代
禁
軍
強
化
の
過
程
を
早
く
か
ら
明

ら
か
に
し
て
い
っ
た
軍
制
史
研
究
（
菊
池
一
九
五
八
、
な
ど
）
に
も
、

こ
う
し
た
評
価
の
影
響
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

　

だ
が
『
通
鑑
』
の
撰
者
司
馬
光
は
、
同
じ
く
両
帝
を
対
比
し
つ
つ
示

唆
的
な
相
違
点
に
ふ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
柴
栄
の
体
調
の
急
変
か
ら

に
階
層
的
・
空
間
的
な
誇
張
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
契
丹
側
の
史
料
を
ふ

ま
え
、「
遊
牧
民
は
何
を
欲
す
る
の
か
（W

hat�nom
ads�w

ant

）」
を

文
字
通
り
追
求
し
た
ス
タ
ン
デ
ン
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
遼
太
宗
の

所
期
の
目
的
は
従
来
通
り
の
略
奪
、
あ
る
い
は
石
敬
瑭瑭
の
よ
う
な
安
定

的
か
つ
従
属
的
な
華
北
支
配
者
を
擁
立
す
る
こ
と
に
過
ぎ
ず
、
開
封
占

領
や
華
北
の
直
接
的
支
配
を
切
望
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
さ

れ
る（Standen�2005
）。
彼
の
失
敗
を
強
調
す
る『
通
鑑
』の
叙
述
は
、

や
は
り
「
漢
人
」「
中
国
人
」
の
プ
ロ
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
立
つ
、

宋
代
人
司
馬
光
の
歴
史
観
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
同
時
代
の
事
実
と
し
て
遼
太
宗
は
開
封
を
去
り
、
そ
の
途
上

で
客
死
し
た
。
そ
う
し
た
顛
末
を
目
撃
し
た
人
々
の
間
に
は
、
そ
れ
が

「
戎
王
犯
闕
」「
戎
王
北
帰
」
の
フ
レ
ー
ズ
で
以
て
語
ら
れ
た
。
そ
れ
は

い
わ
ば
、
巨
大
な
脅
威
で
は
あ
る
が
打
倒
可
能
な
、
具
体
的
存
在
と
し

て
、
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
叫
ん
だ
同
時
代
人
の
地
域
主
義
、
リ
ー
ジ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
は
、
後
に
『
通
鑑
』
そ
の
他
の
宋
代
人
の

記
述
で
「
契
丹
主
」
な
ど
と
書
き
換
え
ら
れ
た
こ
と
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
後
の
王
朝
に
と
っ
て
は
時
と
し
て
御
し
が
た
い
も
の
だ
っ
た
の
か

も
知
れ
な
い
。

　

一
方
で
、
柴
栄
が
契
丹
と
の
対
決
を
政
治
的
に
選
択
す
る
こ
と
は
、

河
北
南
部
に
共
有
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
う
し
た
感
情
に
沿
う
も
の
で

り
、
ま
た
彼
の
登
極
時
点
に
お
い
て
合
理
的
な
も
の
と
も
な
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
見
た
九
四
七
年
正
月
か
ら
二
月
ま
で
の
諸
州
の

反
契
丹
活
動
の
う
ち
、（
Ｂ
）
密
州
・
隸
州
の
刺
史
が
「
皆
な
契
丹
を

避
け
、
衆
を
帥
い
て
奔
唐
（
南
唐
）
に
奔
る
。
淮
北
賊
帥　

多
く
命
を
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後
漢
に
代
わ
っ
た
後
周
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
事
態
は
収
束
し
て

い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
広
域
的
な
治
安
維
持
に
あ
た
る
巡
検
使
の

整
備
（
羽
生
一
九
六
五
）
な
ど
、
統
制
策
も
も
ち
ろ
ん
継
続
さ
れ
て
い

る
が
、
後
周
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
む
し
ろ
「
賊
」
に
対
す
る
柔
軟

な
対
応
で
あ
る）

11
（

。

　

徐
州
滕
県
の
人
王
晏
は
「
家
は
世
よ
力
田
す
る
に
、
晏
は
少
く
し
て

壮
勇
無
頼
」
で
あ
っ
た
が
、
後
梁
末
に
近
隣
が
「
他
盗
」
に
略
奪
さ
れ

る
中
、
そ
の
郷
里
は
彼
の
保
護
を
以
て
「
獲
全
」
し
た
。
後
唐
末
に
禁

軍
に
応
募
、
奉
国
小
校
と
し
て
陝
州
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
契
丹
支
配
下

で
契
丹
将
劉
愿
の
「
暴
虐
」
に
あ
っ
て
僚
友
と
と
も
に
自
立
し
、
建
雄

軍
節
度
使
と
な
る
。
そ
れ
が
後
周
太
祖
に
よ
っ
て
郷
里
の
武
寧
軍
節
度

使
に
任
じ
ら
れ
、
か
つ
て
の
「
同
じ
く
盗
を
為
す
者
」
を
酒
席
に
招
い

た
上
で
恫
喝
し
、「
此
に
由
り
境
内
安
静
」
し
た
と
い
う
。
民
衆
か
ら

は
彼
の
「
立
錦
碑
」「
徳
政
碑
」
の
建
設
が
懇
請
さ
れ
、
実
際
世
宗
朝

で
は
こ
れ
を
建
設
し
、
そ
の
郷
里
は
「
使
相
郷
勲
徳
里
」
と
改
称
し
た

と
い
う
（『
通
鑑
』
巻
二
九
二
、
顕
徳
元
年
八
月
・
九
月
、『
宋
史
』
巻

二
五
二
、
王
晏
伝
）。
な
お
、
こ
れ
と
同
様
の
顕
彰
碑
に
つ
い
て
は
「
後

周
衛
州
刺
史
郭
進
屏
盜
碑
」（
広
順
三
年
（
九
五
三
））、「
後
周
濟
州
刺

史
任
漢
權
屏
盜
碑
」（
顕
徳
二
年
（
九
五
五
））
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
萊萊
州
掖
県
の
人
王
景
は
、「
家
は
世
よ
力
田
す
る
に
景
は
少
く

し
て
倜
儻
す
。
騎
射
を
善
く
し
て
生
業
に
事
え
ず
、
里
中
悪
少
と
結
ん

で
盜
と
為
」
っ
た
人
物
で
、
後
梁
の
大
將
王
檀
が
滑
臺
に
鎮
し
た
際
、

そ
の
麾
下
に
入
っ
た
の
を
皮
切
り
に
、
以
降
後
唐
荘
宗
・
後
晋
高
祖
・

出
帝
に
仕
え
、
契
丹
南
進
ま
で
に
は
横
海
軍
節
度
使
に
昇
っ
て
い
る
。

そ
の
死
ま
で
を
記
す
『
通
鑑
』
巻
二
九
四
、
顕
徳
六
年
（
九
五
九
）
六

月
に
は
、
同
じ
く
「
英
武
」
と
称
さ
れ
る
後
唐
荘
宗
と
比
較
し
て
、
荘

宗
を
「
戦
を
善
く
す
る
者
な
り
」
と
し
つ
つ
も
後
年
の
統
治
の
乱
れ
を

「
誠
に
用
兵
の
術
を
知
る
も
天
下
の
道
を
為
す
を
知
ら
ざ
る
が
故
に
由

る
な
り
」
と
批
判
し
、
ひ
る
が
え
っ
て
世
宗
に
つ
い
て
「
其
の
宏
規
大

度
、
豈
に
荘
宗
と
同
日
に
語
る
を
得
ん
や
」
と
賞
賛
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

一
見
、
帝
王
の
価
値
を
人
格
に
置
く
平
凡
な
皇
帝
観
で
あ
る
か
に
映

る
が
、
筆
者
が
こ
れ
に
注
目
す
る
の
は
、
そ
れ
が
先
に
見
た
遼
太
宗
の

開
封
占
領
・
北
帰
以
来
盛
ん
と
な
る
、
各
地
の
「
盗
」
へ
の
対
応
に
関

連
す
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

契
丹
へ
の
反
抗
に
端
を
発
し
て
河
北
南
部
か
ら
開
封
周
辺
、
山
東
半

島
に
ま
で
広
が
っ
た
「
盗
」「
賊
帥
」
な
ど
の
自
衛
集
団
（『
通
鑑
』
巻

二
八
六
、
天
福
十
二
年
（
九
四
七
）
二
月
）
に
対
し
、
後
漢
高
祖
劉
知

遠
は
当
初
融
和
的
姿
勢
を
見
せ
た
。
し
か
し
同
年
八
月
に
は
「
時
に
四

方
に
盜
賊
多
く
、朝
廷　

之
を
患
う
」と
し
て
厳
罰
化
に
舵
を
切
り
、「
賊

盗
に
応
じ
た
」
と
し
て
一
度
に
十
七
村
の
村
民
が
斬
に
処
さ
れ
る
事
態

さ
え
出
来
し
た
（『
通
鑑
』
巻
二
八
七
、
同
年
同
月
乙
未
）。
契
丹
と
い

う
共
通
の
排
撃
対
象
が
一
時
的
に
せ
よ
退
い
た
後
、
後
漢
は
こ
う
し
た

地
域
に
お
け
る
自
衛
勢
力
の
興
起
に
対
し
て
統
制
策
に
出
た
も
の
の
、

か
え
っ
て
広
域
的
統
治
に
矛
盾
を
来
し
て
い
っ
た
と
言
え
る
。
事
実
こ

の
後
、
先
に
も
ふ
れ
た
淮
北
地
域
で
は
、「
淮
北
群
盜　

多
く
命
を
唐

に
請
う
」（『
通
鑑
』
巻
二
八
八
、
乾
祐
二
年
（
九
四
九
）
正
月
）
と
い

う
通
り
、南
唐
側
へ
と
傾
く
勢
力
が
多
数
と
な
る
情
勢
へ
転
じ
て
い
た
。
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宗
朝
の
公
的
な
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
に

は
以
下
の
よ
う
に
あ
っ
た
。

道　

其
の
要
を
失
し
刑
淫
に
し
て
暴
な
れ
ば
、人
心　

用も

っ
て
違た

が
い
、

良
民　

盗
と
為
る
。
令　

嚴
に
し
て
申
し
、
政　

肅
に
し
て
淳あ

つ

け

れ
ば
、
人
心　

用も

っ
て
依
り
、
盗　

良
民
と
為
る
。
民
は
即
ち
盗

な
り
、
盗
も
亦
た
民
な
り
。
善
悪
の
化
、
實
に
人
に
由
る
。
…

　

一
見
し
て
、
空
虚
な
儒
教
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
こ
れ
を
刻
ん
だ
の
が
、
先
述
し
た
後
漢
に
お
い
て
十
七
村

で
の
斬
刑
が
行
わ
れ
た
濟
州
平
陰
県
か
ら
遠
か
ら
ぬ
、
濟
州
（
の
ち
鄆

州
）
巨
野
県
に
立
て
ら
れ
た
巨
碑）

11
（

で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
の
意

義
を
大
き
く
見
る
こ
と
も
了
解
さ
れ
よ
う
。

　

か
つ
て
唐
宋
変
革
期
の
在
地
有
力
者
の
実
像
を
把
握
す
る
た
め
に
も

の
さ
れ
た
、
兗
州
の
人
石
介
や
青
州
麻
氏
に
関
す
る
研
究
（
松
井

一
九
六
八
・
愛
宕
一
九
七
四
）
は
、
後
の
地
域
史
研
究
の
よ
う
な
手
法

や
石
刻
史
料
の
活
用
を
十
分
に
果
た
し
た
内
容
で
あ
り
、
現
在
の
目
か

ら
見
直
し
て
も
加
え
る
べ
き
部
分
は
少
な
い
。
い
ま
改
め
て
こ
れ
ら
を

通
し
、
兗
州
石
氏
・
青
州
麻
氏
と
い
う
五
代
山
東
半
島
の
同
族
集
団
に

つ
い
て
見
直
せ
ば
、
彼
ら
が
い
ず
れ
も
現
地
に
お
い
て
契
丹
と
の
闘
争

に
尽
力
し
、
宋
初
に
は
い
ち
早
く
科
挙
に
応
じ
て
政
権
に
参
画
し
た
存

在
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
し
て
他
で
も
な
い
、
世
宗
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
ブ
レ
ー
ン
で
、

そ
の
早
世
が
無
け
れ
ば
宋
太
祖
が
龍
袍
を
着
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
ま

で
言
わ
れ
る
人
物
、
枢
密
使
王
朴
（
王
銍銍
『
默
記
』
上
、
王
朴
）
も
ま

た
、平
陰
県
・
巨
野
県
の
ち
ょ
う
ど
中
間
に
位
置
す
る
鄆鄆
州
東
平
県（
後
、

契
丹
支
配
下
で
は
退
け
ら
れ
た
が
、「
契
丹
主
の
欒
城
に
殂
く
を
聞
」

い
て
帰
鎮
し
、
契
丹
を
遁
去
さ
せ
て
い
る
。
彼
は
ま
た
栄
達
以
前
の
周

太
祖
郭
威
と
交
遊
が
あ
っ
た
と
い
い
、
郭
威
の
即
位
に
及
ん
で
兼
侍
中

を
加
え
ら
れ
入
朝
し
て
い
る
。
簡
略
な
統
治
を
心
が
け
た
彼
は
地
方
官

と
し
て
民
衆
に
は
慕
わ
れ
た
と
い
う
（『
宋
史
』
巻
二
五
二
、王
景
伝
）。

な
お
、
彼
の
子
で
あ
る
王
廷
義
も
供
奉
官
と
し
て
迎
え
ら
れ
、
世
宗
朝

で
は
虎
捷
都
虞
候
に
抜
擢
さ
れ
て
い
る
（
同
書
同
巻
、
王
廷
義
伝
。
表

１
番
号
１
６
３
）。

　

こ
の
よ
う
な
元
「
盗
」
と
い
っ
た
履
歴
と
実
力
を
持
ち
、
契
丹
に
対

し
て
は
抵
抗
を
示
し
、
任
地
の
防
衛
に
も
治
績
の
あ
っ
た
人
物
を
前
歴

を
問
わ
ず
収
容
し
顕
彰
し
た
の
が
、
後
漢
と
対
比
し
た
後
周
の
特
色
で

あ
っ
た
。
無
論
、そ
れ
が
単
な
る
群
盗
へ
の
弱
腰
な
妥
協
と
は
な
ら
ず
、

む
し
ろ
後
に
見
る
よ
う
な
山
東
半
島
方
面
へ
の
統
治
の
拡
大
に
つ
な

が
っ
た
こ
と
に
は
、
後
周
の
達
成
し
た
中
央
集
権
化
と
禁
軍
の
強
化
が

前
提
と
し
て
在
っ
た
。
そ
し
て
、
中
書
舍
人
竇
儼
の
上
疏
に
お
い
て
、

盗
賊
の
処
罰
で
な
く
そ
の
帰
服
の
勧
告
を
重
視
し
、
ま
た
同
時
に
、
新

鄭
県
で
の
自
衛
組
織
「
義
営
」
の
成
功
に
な
ら
う
こ
と
が
提
唱
さ
れ
て

い
た
よ
う
に
（『
通
鑑
』
巻
二
九
三
、
顕
徳
四
年
（
九
五
七
）
九
月
）、

包
括
的
な
方
策
も
世
宗
朝
で
は
出
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
、
先
に
あ
げ
た
「
後
周
濟
州
刺
史
任
漢
權
屏
盜
碑
」
末
尾
の

詞
文
を
紹
介
し
よ
う
。
こ
れ
は
「
盗
」
を
帰
順
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し

た
地
方
官
任
漢
權）

1（
（

を
称
え
た
も
の
で
、
撰
者
李
昉
は
河
北
深
州
饒
陽
県

出
身
、
後
周
で
の
集
賢
殿
直
学
士
・
翰
林
学
士
か
ら
、
宋
で
は
同
中
書

門
下
平
章
事
に
ま
で
登
る
人
物
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
文
面
に
は
世
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「
世
宗
朝
に
お
い
て
」「
開
封
・
河
北
南
部
の
み
の
領
域
で
」「
対
契
丹

対
決
路
線
を
」「
反
契
丹
感
情
の
根
付
く
自
ら
の
領
域
の
保
全
・
拡
大

の
た
め
に
」「
こ
の
感
情
を
基
盤
に
、
山
東
な
ど
周
辺
領
域
へ
の
統
治

強
化
と
こ
れ
ら
領
域
か
ら
の
支
持
を
得
て
」
実
行
し
た
、
と
。

　

し
か
し
あ
え
て
自
ら
言
え
ば
、
こ
こ
ま
で
の
考
察
で
実
は
筆
者
は
、

柴
栄
が
五
代
諸
帝
と
異
な
り
独
自
に
「
い
つ
」「
な
に
を
」
し
た
の
か
、

明
確
に
し
て
い
な
か
っ
た
。
た
し
か
に
柴
栄
は
北
征
し
契
丹
と
直
接
対

決
し
た
が
、
そ
れ
も
ま
た
先
帝
の
崩
御
と
自
身
の
即
位
直
後
を
攻
撃
さ

れ
た
こ
と
に
発
す
る
報
復
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
、

と
も
極
言
で
き
る
。
後
周
と
契
丹
と
の
外
交
は
、
太
祖
郭
威
の
即
位
時

の
使
節
往
来
（
蒋
一
九
九
八
、一
八
三
頁
）、
世
宗
朝
で
の
使
節
派
遣
な

ど
（『
遼
史
』
巻
六
、
穆
宗
本
紀
上
、
應
暦
七
年
八
月
己
未
）、
も
ち
ろ

ん
継
続
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

思
う
に
従
来
の
四
朝
と
異
な
る
契
丹
と
の
対
決
と
い
う
柴
栄
の
政
治

的
選
択
に
と
っ
て
、
単
な
る
構
想
や
意
志
の
吐
露
で
な
い
、
決
定
的
行

動
と
言
え
る
も
の
の
第
一
歩
は
、「
契
丹
を
勾
誘
し
、
今
に
至
る
も
未

だ
已
ま
ず
。
并
寇
（
北
漢
）
に
結
連
し
、
我
と
讎
を
為
す
。
罪
悪
名
じ

難
く
、
人
神　

共
に
憤
る）

11
（

」（『
旧
五
代
史
』
巻
一
一
五
、
世
宗
紀
第
二
、

顕
徳
二
年
（
九
五
五
）
十
一
月
己
亥
）
と
の
南
唐
へ
の
開
戦
の
詔
、
南

唐
使
節
へ
の
「
華
を
捨
て
て
戎
に
事
う
、
礼
儀
は
安
く
に
か
在
ら
ん
」

（『
通
鑑
』
巻
二
九
二
、
顕
徳
三
年
（
九
五
六
年
二
月
））、
な
ど
、
む
し

ろ
「
南
方
」
に
向
け
た
戦
争
宣
言
で
は
な
か
っ
た
か
。
す
な
わ
ち
先
の

「
い
つ
」「
な
に
を
」へ
の
答
え
と
し
て
言
え
ば
、「
南
唐
と
の
対
決
時
に
」、

「
自
ら
を
『
中
華
』
と
し
契
丹
を
『
夷
狄
』
と
し
て
、
契
丹
へ
の
協
力

須
城
県
）
の
出
身
で
あ
り
、
後
漢
末
に
は
同
地
に
帰
郷
し
て
い
た
と
い

う
（『
旧
五
代
史
』
巻
一
二
八
、
王
朴
伝
）。
彼
の
子
で
あ
る
王
侁
は
世

宗
朝
の
東
頭
供
奉
官
と
な
っ
て
い
る
（
表
１
番
号
１
５
２
）。
こ
の
親

子
を
先
駆
的
存
在
と
見
な
し
た
時
、
彼
ら
山
東
の
勢
力
を
取
り
込
む
上

で
は
、
太
祖
朝
以
来
の
「
盗
」
に
対
す
る
包
摂
策
と
、
世
宗
朝
で
と
ら

れ
た
契
丹
と
の
対
決
と
が
共
に
有
効
で
あ
り
、
さ
ら
に
彼
ら
自
身
に

よ
っ
て
そ
れ
ら
が
世
宗
の
下
、
進
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

以
上
、
太
祖
朝
か
ら
す
で
に
始
ま
る
「
盗
」
へ
の
包
摂
的
政
策
の
河

南
・
山
東
方
面
に
お
け
る
成
功
こ
そ
が
、
柴
栄
を
「
宏
規
大
度
」
に
お

い
て
司
馬
光
に
も
評
価
さ
せ
た
由
来
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
こ
れ
は
従

来
の
中
国
史
研
究
で
は
柴
栄
の
叙
述
に
お
い
て
十
分
認
識
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
問
題
で
あ
り
、
戸
等
制
や
検
田
制
な
ど
に
関
し
て
制
度
史
・
社

会
史
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
詳
細
（
穴
沢
二
〇
〇
〇
、
な
ど
）

と
の
関
連
付
け
に
よ
っ
て
、
宋
朝
の
支
配
構
造
を
問
い
直
す
可
能
性
を

持
つ
論
点
で
あ
る
と
思
う
。

６
）
小
結

―
改
め
て
、
な
に
を
？　

い
つ
？

　

本
論
で
説
い
て
き
た
と
こ
ろ
を
、
表
題
の
通
り
後
周
世
宗
朝
の
全
体

像
と
し
て
、「
だ
れ
が
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
な
に
を
、
な
ぜ
、
ど
の
よ

う
に
」
と
い
う
形
で
ま
と
め
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
従
来
の
、「
漢
人
の
世
宗
が
」「
後
周
時
代
に
」「
華
北
で
」「
対
契
丹

対
決
路
線
を
」「
中
華
王
朝
復
活
の
た
め
」「
禁
軍
を
強
化
す
る
こ
と
で
」

実
行
し
た
、
と
い
う
叙
述
に
対
し
、
本
論
で
は
、「
初
の
河
北
南
部
出

身
者
の
五
代
皇
帝
で
あ
る
世
宗
と
同
様
の
出
身
で
あ
る
文
臣
・
武
臣
が
」
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參
考
文
獻
（
日
文
）

穴
沢
彰
子　

二
〇
〇
〇「
唐
宋
変
革
期
に
お
け
る
在
地
編
成
―
検
田
制
を
中
心

と
し
て
―
」（『
大
阪
市
立
大
学
東
洋
史
論
集
』一
一
、三
七
―
五
九
頁
）

伊
藤
一
馬　

二
〇
一
九「
北
宋
太
祖
・
太
宗
期
の
内
外
軍
事
情
勢
と
軍
事
指
揮
官

―
都
部
署
を
中
心
に
―
」（『
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』

五
九
、一
―
三
五
頁
）

石
見
清
博　

二
〇
〇
五「
沙
陀
研
究
史
―
日
本
・
中
国
の
学
界
に
お
け
る
成
果
と

課
題
―
」（『
早
稲
田
大
学
モ
ン
ゴ
ル
研
究
所
紀
要
』二
、一
二
一
―
一
三
八

頁
）

愛
宕
元　

一
九
七
四「
五
代
宋
初
の
新
興
官
僚
―
臨
淄
の
麻
氏
を
中
心
と
し

て
―
」（『
史
林
』五
七
―
四
、五
七
―
九
六
頁
、い
ま
同
氏『
唐
代
地
域
社
会

史
研
究
』、汲
古
書
院
、一
九
九
七
年
、二
七
九
～
三
三
〇
頁
、に
所
収
）

菊
池
英
夫　

一
九
五
八「
五
代
後
周
に
於
け
る
禁
軍
改
革
の
背
景

―
世
宗
軍

制
改
革
前
史
」（『
東
方
学
』一
六
、五
八
―
六
六
頁
）

佐
竹
靖
彦　

一
九
九
〇『
唐
宋
変
革
の
地
域
的
研
究
』（
同
朋
舎
）

妹
尾
達
彦　

一
九
九
七「
都
市
の
生
活
と
文
化
」（『
魏
晋
南
北
朝
隋
唐
時
代
史
の

基
本
問
題
』、汲
古
書
院
、三
六
五
―
四
四
二
頁
）

高
井
康
典
行　

二
〇
一
二「
唐
後
半
か
ら
遼
北
宋
初
期
の
幽
州
の『
文
士
』」（『
史

滴
』三
四
、六
八
―
九
六
頁
。の
ち
、高
井
二
〇
一
六
、三
九
三
―
四
三
一
頁

に
所
収
）

高
井
康
典
行　

二
〇
一
六『
渤
海
と
藩
鎮
―
遼
代
地
方
統
治
の
研
究
―
』（
汲
古

書
院
）

友
永
植　

一
九
八
三「
唐
・
五
代
三
班
使
臣
考
―
宋
朝
武
班
官
僚
研
究　

そ
の

（
一
）―
」（
宋
代
史
研
究
会
編
『
宋
代
史
研
究
会　

研
究
報
告
第
一
集　

宋
代
の
社
会
と
文
化
』、
汲
古
書
院
、
二
九
―
六
八
頁
）

西
村
陽
子　

二
〇
一
八『
唐
代
沙
陀
突
厥
史
の
研
究
』（
汲
古
書
院
）

羽
生
健
一　

一
九
六
五「
五
代
の
巡
検
使
に
つ
い
て
」（『
東
方
学
』第
二
九
号
、

四
五
―
五
五
頁
）

者
を
『
中
華
』
の
反
逆
者
と
す
る
論
理
を
立
て
た
」
こ
と
こ
そ
が
、
世

宗
朝
を
前
代
ま
で
と
画
す
る
点
だ
っ
た
、
の
で
は
な
い
か
。

　

最
後
に
、
本
論
で
明
ら
か
に
し
た
、
ソ
グ
ド
研
究
へ
の
応
答
と
し
て

の
後
周
世
宗
朝
へ
の
再
考
が
果
た
し
う
る
意
義
に
つ
い
て
展
望
し
て
お

き
た
い
。
今
世
紀
の
中
国
大
陸
で
は
唐
宋
変
革
論
の
受
容
が
急
速
に
進

展
し
た
（
李
二
〇
一
〇
、九
―
一
〇
頁
）。
し
か
し
私
見
な
が
ら
そ
の
中

で
宋
代
は
、
現
代
中
国
の
発
展
を
絶
対
視
す
る
た
め
の
歴
史
的
前
提
と

さ
れ
る
危
険
性
を
帯
び
る
に
至
っ
て
い
る
と
思
う
。
そ
れ
で
は
、
こ
れ

と
対
峙
す
る
た
め
の
歴
史
の
選
択
可
能
性
を
ふ
ま
え
た
研
究
蓄
積
は
、

各
国
に
お
い
て
ど
れ
ほ
ど
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

　

唐
宋
変
革
期
の
具
体
的
過
程
、特
に
研
究
の
乏
し
い
五
代
十
国
史
を
、

新
出
土
資
史
料
を
活
用
す
る
手
法
を
確
立
し
た
ソ
グ
ド
研
究
と
対
話
し

つ
つ
叙
述
し
直
す
こ
と
の
今
日
的
意
義
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
補
う
と

こ
ろ
に
あ
る
と
、
筆
者
は
考
え
る
。
本
論
で
は
契
丹
南
進
や
北
漢
・
後

周
の
分
立
状
況
が
後
周
・
北
宋
に
刻
印
し
た
、
河
北
南
部
の
地
域
的
特

色
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
う
し
た
知
見
を
蓄
え
、
ま
た
ふ
ま
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
唐
五
代
か
ら
の
い
く
つ
も
の
選
択
可
能
性
の
一
つ
と
し
て

の
「
宋
代
中
国
」
に
至
る
過
程
に
つ
い
て
、
新
た
な
叙
述
を
模
索
し
て

い
き
た
い
。
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頁
）

趙
雨
楽　

一
九
九
三『
唐
宋
変
革
期
軍
政
制
度
史
研
究（
一
）―
三
班
官
制
之
演

変
』（
文
史
哲
出
版
社
）

趙
振
華　

二
〇
〇
二「
北
宋《
魏
丕
墓
誌
》考
釈
」（『
史
林
』二
〇
〇
二
―
二
、二
五

―
三
四
頁
）

趙
永
春
・
李
玉
君　

二
〇
〇
八「
遼
人
自
称“
北
朝
”考
論
」（『
史
学
集
刊
』

二
〇
〇
八
―
五
、一
四
三
―
一
四
九
）

陳
垣　

一
九
三
七『
旧
五
代
史
輯
本
發
覆
』（
輔
仁
大
学
）

傳
樂
成　

一
九
七
二
「
唐
型
文
化
與
宋
型
文
化
」（『
国
立
編
譯
館
館
刊
』
一
―
四
、

一
―
十
二
頁
。
の
ち
、
同
氏
『
漢
唐
史
論
集
』、
聯
經
出
版
、
一
九
七
七
、

三
三
九
―
三
八
二
頁
、
に
所
収
）

參
考
文
獻
（
英
文
）

Standen,�N
aom

i�2005�
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om
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ant:�Raids,�Invasions,�and�

the�Liao�Conquest�of�947.

”�In M
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urks, and O
thers: 

E
urasian N

om
ads and the O

utside W
orld,�eds.�Reuven�A

m
itai,�

and�M
ichal�Biran,�pp.127-174.�Leiden:�Brill.

（
日
本
語
訳
に
、
山
根

直
生
訳
「
遊
牧
民
は
何
を
欲
す
る
か
―
襲
撃
と
略
奪
、
そ
し
て
九
四
七
年

の
遼
の
征
服
」（『
福
岡
大
学
人
文
論
叢
』
五
〇
―
四
、二
〇
一
九
年
、
一

―
四
二
頁
、
が
あ
る
）

T
illm

an,�H
oyt�C

leveland�1979�
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ationalism
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w
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日
野
開
三
郎　

一
九
八
〇「
五
代
史
の
基
調
」（『
日
野
開
三
郎
東
洋
史
学
論
集
』

第
二
巻
、三
一
書
房
）

増
淵
龍
夫　

一
九
八
三「
歴
史
の
い
わ
ゆ
る
内
面
的
理
解
に
つ
い
て
―
陳
垣
の

場
合
と
津
田
左
右
吉
の
場
合
―
」（『
歴
史
家
の
同
時
代
史
的
考
察
に
つ
い

て
』、岩
波
書
店
、八
三
―
一
〇
七
頁
。一
九
七
一
年
の
研
究
会
発
表
の
論
文

化
）

松
井
秀
一　

一
九
六
八「
北
宋
初
期
官
僚
の
一
典
型

―
石
介
と
そ
の
系
譜
を

中
心
に

―
」（『
東
洋
学
報
』五
一
―
一
、四
四
―
九
二
頁
）

三
谷
博　

一
九
九
七「「
プ
ロ
ト
国
民
国
家
」の
形
成

―
比
較
史
の
見
地
か

ら
」（『
明
治
維
新
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

―
幕
末
の
外
交
と
政
治
活
動
』、

山
川
出
版
社
、五
―
三
四
頁
）

森
部
豊　

二
〇
一
〇『
ソ
グ
ド
人
の
東
方
活
動
と
東
ユ
ー
ラ
シ
ア
世
界
の
歴

史
的
展
開
』（
関
西
大
学
出
版
部
）

參
考
文
獻
（
中
文
）

鄧
小
南　

二
〇
〇
五「
論
五
代
宋
初“
胡
／
漢
”語
境
的
消
解
」（《
文
史
哲
》

二
〇
〇
五
―
五
、五
七
―
六
四
頁
）

蒋
武
雄　

一
九
九
八『
遼
與
五
代
政
権
転
移
関
係
始
末
』（
新
化
図
書
）

李
華
瑞　

二
〇
一
〇「“
唐
宋
変
革
論
”対
国
内
宋
史
研
究
的
影
响
」（『
中
国
史
研

究
』一
二
五
、五
―
一
〇
頁
）

孟
凡
港　

二
〇
一
七「
屏
盗
碑
与
五
代
地
方
賊
患
治
理
」（『
斉
魯
学
刊
』二
〇
一
七

年
第
二
期
、四
一
―
四
六
頁
）

呉
麗
娯　

二
〇
一
三「
従
敦
煌《
新
集
雑
別
紙
》看
後
唐
明
宗
時
代
河
北
州
鎮
的

地
縁
関
係
與
領
地
拓
展

―《
新
集
雑
別
紙
》研
究
之
一
」（『
唐
研
究
』

一
九
、三
六
一
―
四
二
一
頁
）

岳
東　

二
〇
一
六「
后
周
河
朔
集
团团
的
诞诞
生

―
唐
五
代
时时
期
黄
河
下
游
区
域

居
民
主
体
変変
化
侧
记
侧
记
」（『
黄
河
科
技
大
学
学
报报
』一
八
―
六
、八
七
―
九
五
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崇
矩
を
以
て
世
宗
の
帳
下
に
隷
す
」（『
宋
史
』
巻
二
五
七
、
李
崇
矩
伝
）

と
、
同
１
４
８
の
曹
翰
は
「
乾
祐
初
、
周
太
祖　

鄴
に
鎮
す
。
與
に
語

り
て
之
を
奇
と
し
、
以
て
世
宗
の
帳
下
に
隷
す
」（
同
書
巻
二
六
〇
、

曹
翰
伝
）
と
あ
る
。

　
（
7
）　

表
１
番
号
１
４
５
の
曹
彬
は
「（
世
宗
）
澶
淵
に
鎮
す
る
に
従
い
、
供

奉
官
に
補
す
」（『
宋
史
』
巻
二
五
八
、
曹
彬
伝
）
と
あ
り
、
同
じ
く

１
４
６
の
王
晉
卿
は
「
周
世
宗　

澶
淵
に
在
り
。
晉
卿　

武
藝
を
以
て

求
見
し
、
帳
下
に
隷
す
る
を
得
」（
同
書
巻
二
七
一
、
王
晋
卿
伝
）
と
あ

り
、同
１
４
８
の
曹
翰
は
「
世
宗　

澶
淵
に
鎮
し
、署
し
て
牙
校
と
為
す
」

（
同
書
巻
二
六
〇
、
曹
翰
伝
）
と
あ
り
、
同
１
５
０
の
王
贊
は
「
周
世
宗　

澶
淵
に
鎮
す
。
每每
旬
決
囚
す
る
に
、
贊　

律
令
を
引
き
て
辨
析
す
る
こ

と
理
に
中
る
。
之
に
問
い
て
其
の
嘗
て
學
問
を
事
と
す
る
を
知
り
、
即

ち
右
職
に
署
す
」（
同
書
巻
二
七
四
、
王
贊
伝
）
と
あ
り
、
同
１
５
４
の

魏
丕
は
「
周
世
宗　

澶
淵
に
鎮
し
、
司
法
参
軍
に
辟
す
」（
同
書
巻

二
七
〇
、魏
丕
伝
）と
あ
る
。
魏
丕
に
つ
い
て
は
本
文
後
段
に
詳
述
す
る
。

　
（
8
）　

本
論
で
の
河
北
北
部
・
南
部
の
区
分
は
後
晋
で
の
燕
雲
十
六
州
割
譲

を
ふ
ま
え
て
お
り
、
後
唐
で
す
で
に
宰
相
位
に
就
い
て
い
た
馮
道
に
関

し
て
は
南
北
の
別
を
論
じ
ず
に
お
く
の
が
妥
当
と
思
う
。

　
（
9
）　

常
思
に
つ
い
て
、『
宋
史
』
巻
二
五
五
、
張
永
徳
伝
で
は
姓
名
は
「
常

遇
」、
郭
威
の
「
外
兄
弟
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
（
10
）　

後
漢
隠
帝
こ
と
劉
承
祐
は
、
沙
陀
系
で
あ
る
こ
と
の
明
ら
か
な
劉
知

遠
を
父
と
し
つ
つ
誕
生
の
地
に
つ
い
て
「
鄴
都
の
旧
第
」（『
旧
五
代
史
』

巻
一
〇
一
、
隠
帝
紀
上
）
と
「
太
原
」（『
五
代
会
要
』
巻
一
）
と
い
う

両
説
を
残
し
、
さ
ら
に
そ
の
実
母
李
氏
は
河
東
晉
陽
の
人
で
あ
っ
た
が
、

夜
間
に
家
へ
侵
入
し
て
き
た
劉
知
遠
に
略
取
さ
れ
た
と
い
う
（『
旧
五

代
史
』
巻
一
〇
四
、
李
皇
后
伝
）。
本
論
に
見
て
き
た
郭
威
の
人
物
像

と
は
奇
妙
に
類
似
し
て
お
り
、
柴
栄
を
帰
着
点
と
し
て
見
た
場
合
に
は

劉
承
祐
も
ま
た
過
渡
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

註（
1
）　

前
近
代
に
お
け
る
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
を
特
に
扱
っ
た
研
究
と
し

て
は
、三
谷
博
氏
の
そ
れ
が
あ
げ
ら
れ
、本
論
で
も
氏
の
言
う「
プ
ロ
ト
・

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
定
義
を
参
考
と
し
て
い
る
（
三
谷
一
九
九
七
）。

し
か
し
宋
の
文
化
に
関
し
て
こ
の
語
を
用
い
る
研
究
は
よ
り
早
く
に
登

場
し
て
い
る
（T

illm
an�1979

、
な
ど
）。

　
（
2
）　

よ
り
詳
細
な
「
沙
陀
系
王
朝
」
へ
の
研
究
と
し
て
、
宋
を
そ
れ
に
入

れ
て
い
な
い
が
西
村
陽
子
氏
の
専
著
（
西
村
二
〇
一
八
）、
そ
し
て
宋

代
史
の
立
場
か
ら
初
め
て
本
格
的
に
同
展
望
を
論
じ
た
伊
藤
一
馬
氏
の

論
文
（
伊
藤
二
〇
一
九
）
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
（
3
）　
「
地
主
国
家
」
と
し
て
宋
朝
を
と
ら
え
る
理
解
に
つ
い
て
は
、
佐
竹

靖
彦
氏
の
所
論
（
佐
竹
一
九
九
〇
、七
三
五
～
七
三
八
頁
）
を
あ
げ
て

お
く
。

　
（
4
）　

柴
栄
の
「
幕
府
舊
僚
」「
藩
邸
故
人
」
で
あ
っ
た
王
著
は
、
臨
終
間

際
の
柴
栄
に
よ
っ
て
宰
相
に
登
用
さ
れ
る
よ
う
范
質
ら
に
託
さ
れ
た
も

の
の
、
こ
の
遺
言
自
体
が
彼
ら
に
も
み
消
さ
れ
た
と
い
う
（『
通
鑑
』

巻
二
九
四
、
顕
徳
六
年
（
九
五
九
）
六
月
）。

　
（
5
）　

表
１
番
号
80
の
田
仁
朗
は
大
名
元
城
の
人
（『
宋
史
』
巻
二
七
五
、

田
仁
朗
伝
）、
同
じ
く
１
１
２
の
馬
仁
瑀
は
大
名
夏
津
の
人
（
同
書
巻

二
七
三
、
馬
仁
瑀
伝
）、
同
１
２
７
の
尹
崇
珂
は
秦
州
天
水
の
人
で
あ
っ

た
が
「
後
大
名
に
徙
居
す
」（
同
書
巻
二
五
九
、
尹
崇
珂
伝
）、
同

１
４
４
の
李
繼
偓偓
は
大
名
元
城
の
人
（
同
書
巻
二
五
四
、
李
繼
勲
伝
）、

同
１
４
８
の
曹
翰
は
大
名
の
人
（
同
書
巻
二
六
〇
、
曹
翰
伝
）、
同

１
４
９
の
潘
美
は
大
名
の
人
（
同
書
巻
二
五
八
、
潘
美
伝
）。

　
（
6
）　

表
１
番
号
１
４
５
の
曹
彬
は
「
周
太
祖
貴
妃
張
氏
、彬
の
從
母
な
り
。

周
祖
受
禪
、
彬
を
召
し
て
京
師
に
帰
し
、
世
宗
の
帳
下
に
隷
す
」（
同

書
巻
二
五
八
、
曹
彬
伝
）
と
あ
り
、
同
じ
く
１
４
７
の
李
崇
矩
は
「
崇

矩　

其
（
史
弘
肇
）
の
母
弟
福
を
上
す
。
崇
矩　

素
よ
り
其
の
家
を

主つ
か
さ
どり

、
盡
く
財
產產
を
籍
し
て
以
て
福
に
付
す
。
周
祖　

之
を
嘉
し
、
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正
月
）
と
記
す
な
ど
、『
通
鑑
』
の
叙
述
は
全
体
に
契
丹
（
遼
）
側
へ

の
皮
肉
に
満
ち
て
い
る
。

　
（
17
）　

契
丹（
遼
）に
よ
る
開
封
占
領
と
そ
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
、ナ
オ
ミ
・

ス
タ
ン
デ
ン
氏
の
研
究
お
よ
び
同
論
日
本
語
訳
に
付
す
山
根
直
生
の
訳

者
改
題
を
参
照
さ
れ
た
い
（Standen�2005

）。

　
（
18
）　

こ
れ
に
類
す
る
、「
契
丹
（
遼
）」
全
体
に
対
し
て
の
語
「
北
戎
」
も

用
例
は
少
な
い
。
し
か
も
そ
の
例
の
見
ら
れ
る
史
料
が
「
符
昭
願
墓
誌

銘
」（
咸
平
四
年
（
一
〇
〇
一
）
洛
陽
県
に
埋
葬
、
撰
者
は
前
進
士
陳

舜
封
、『
芒
洛
冢
墓
遺
文
』
所
収
）、「
石
保
吉
墓
誌
銘
」（
大
中
祥
符
三

年
（
一
〇
一
〇
）
洛
陽
県
に
埋
葬
、
撰
者
は
姪
男
前
進
士
石
宗
古
、
同

書
所
収
）
と
、
と
も
に
宋
初
の
有
力
な
武
将
で
あ
っ
た
符
彦
卿
・
石
守

信
の
子
孫
を
墓
主
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
契
丹
（
遼
）
と
の
戦

闘
を
描
写
す
る
中
で
こ
の
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
語
を

宋
代
で
な
お
用
い
て
い
た
主
体
が
彼
ら
前
線
の
武
将
た
ち
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
と
思
う
。

　
（
19
）　

管
見
の
限
り
小
説
史
料
上
で
の
唯
一
の
「
戎
王
」
の
用
例
に
、「
白

項
鴉
」（『
太
平
広
記
』
巻
三
六
七
、
妖
怪
九
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
契

丹
犯
闕
の
初
」、「
群
盗
」
の
一
首
領
と
し
て
陳
州
で
蜂
起
し
、「
戎
王
」

と
謁
見
し
た
男
装
の
婦
人
「
白
項
鴉
」
を
主
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

他
の
史
料
で
彼
女
自
身
に
つ
い
て
確
認
で
き
る
も
の
は
な
く
、
そ
の
実

在
は
疑
わ
し
い
。
し
か
し
こ
こ
で
の
「
戎
王
」
も
ま
た
、
男
女
の
別
に

背
き
配
下
の
男
子
を
た
び
た
び
斬
殺
し
た
賊
帥
を
迎
え
る
、
非
難
さ
れ

る
べ
き
王
者
で
あ
り
、
白
項
鴉
も
ま
た
「
戎
王
」
に
接
近
を
図
っ
た
民

族
の
裏
切
り
者
と
し
て
描
か
れ
、
つ
い
に
は
後
周
・
北
宋
の
元
勲
兗
州

節
度
使
符
彦
卿
に
よ
っ
て
処
刑
さ
れ
る
。「
戎
王
」
の
語
の
使
用
の
広

が
り
を
う
か
が
わ
す
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
お
く
。

　
（
20
）　

盗
賊
へ
の
対
応
と
し
て
後
の
宋
朝
で
一
般
化
す
る
の
は
、
こ
れ
を
禁

軍
の
戦
力
に
編
入
す
る
こ
と
だ
が
、
世
宗
の
募
兵
に
応
じ
た
「
山
林
亡

　
（
11
）　

頡
跌
氏
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
漢
人
と
は
思
い
が
た
い
そ
の
姓
名
か

ら
、
柴
栄
周
辺
の
民
族
性
も
や
は
り
多
様
な
も
の
で
あ
っ
た
と
想
定
す

べ
き
だ
と
思
う
。

　
（
12
）　
「
劉
光
贊
墓
誌
」
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
周
阿
根
『
五
代
墓
誌
彙
考
』、

黃
山
書
社
、
二
〇
一
二
年
、
五
三
五
―
五
三
七
頁
、
に
依
拠
し
た
。
な

お
同
墓
誌
の
解
釈
と
価
値
に
つ
い
て
は
、
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究

所
の
柳
立
言
氏
、
同
氏
主
催
の
研
究
会
に
参
加
す
る
施
天
宇
氏
の
考
察

か
ら
多
く
の
示
唆
を
得
た
。
こ
こ
に
特
記
し
て
謝
意
を
表
す
。

　
（
13
）　
「
孫
安
郃郃
墓
誌
」
の
記
述
に
つ
い
て
は
、『
宋
代
墓
誌
輯
釈
』、
中
州

古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
、
八
―
九
頁
、
に
依
拠
し
た
。

　
（
14
）　

本
文
の
通
り
頡
跌
氏
は
「
鄴
の
大
商
」
で
あ
り
、
孫
延
郃郃
は
「
朋
友　

其
の
才
を
擧
」
げ
た
人
物
で
あ
っ
た
（「
孫
延
郃郃
墓
誌
」）。

　
（
15
）　

日
野
自
身
も
、
契
丹
の
直
接
支
配
と
そ
の
失
敗
、
さ
ら
に
北
帰
途
上

で
の
遼
太
宗
の
死
に
よ
っ
て
「
契
丹
反
撃
の
気
勢
は
愈
愈
昂
ま
っ
た
が
、

そ
れ
と
共
に
強
力
契
丹
の
復
讐
を
恐
れ
る
諸
藩
は
そ
の
中
心
を
求
め
て

団
結
せ
ん
と
す
る
気
持
ち
を
持
ち
始
め
た
」（
日
野
一
九
八
〇
、三
五

頁
）、
ま
た
「
…
五
代
の
外
交
は
こ
の
契
丹
対
策
が
中
心
と
な
り
、
後

唐
は
強
硬
、
後
晋
は
軟
弱
の
屈
従
政
策
を
と
っ
た
が
結
局
共
に
被
滅
を

免
れ
ず
、
し
か
も
華
地
の
一
部
を
永
く
契
丹
の
領
土
に
進
呈
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
硬
軟
二
つ
な
が
ら
の
失
敗
は
中
国
人
を
し
て
契
丹
操
縦
の

道
は
自
力
の
強
化
、
圧
敵
力
の
造
成
以
外
に
求
め
ら
れ
ざ
る
こ
と
を
悟

ら
し
め
、
か
く
て
世
宗
の
漢
族
大
同
団
結
と
そ
の
団
結
の
力
を
背
景
と

す
る
契
丹
撃
砕
と
の
大
政
策
樹
立
と
な
り
、
や
が
て
そ
れ
が
宋
の
天
下

統
一
、
対
契
丹
進
攻
実
現
の
礎
地
を
な
し
た
」（
同
、
四
二
頁
）
と
述

べ
て
い
る
。

　
（
16
）　
（
Ｈ
）
の
記
事
よ
り
先
、開
封
で
「
四
方
貢
献
」
を
受
け
て
得
意
と
な
っ

た
耶
律
堯
骨
の
発
言
と
し
て
「
中
国
の
事
、
我
皆
な
之
を
知
る
。
吾
が

国
の
事
、
汝
曹
知
ら
ざ
る
な
り
」（『
通
鑑
』
巻
二
八
六
、
天
福
十
二
年
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命
の
徒
」
の
質
は
劣
悪
で
（『
旧
五
代
史
』
巻
一
一
四
、
後
周
世
宗
本

紀
一
、
顕
徳
元
年
（
九
五
四
）
二
月
丁
卯
）、
精
兵
主
義
を
と
る
世
宗

朝
で
は
中
止
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
世
宗
朝
と
宋
朝
の
政

策
的
断
絶
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

　
（
21
）　

任
漢
權
そ
の
人
に
つ
い
て
は
他
の
史
料
に
見
出
さ
れ
ず
、
同
碑
で
も

「
蜀
国
の
人
」
と
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
「
武
略
を
以
て
累
朝

に
事
え
、
戰
功
を
以
て
貴
仕
に
登
る
」
と
あ
っ
て
後
周
以
前
の
五
代
王

朝
に
使
え
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
九
四
七
年
に
契
丹
の
任
命
し
た
長
官

が
駆
逐
さ
れ
た
丹
州
（『
通
鑑
』
巻
二
八
六
、
同
年
二
月
）
を
治
め
、

対
契
丹
防
衛
の
前
線
で
あ
っ
た
趙
州
で
も
「
安
邊
鎭
靜
の
功
」
を
残
し

た
と
い
う
か
ら
、
王
晏
・
王
景
ら
と
も
契
丹
支
配
へ
の
反
抗
と
い
う
共

通
項
は
あ
っ
た
。
ま
た
、
彼
と
同
じ
く
蜀
の
人
で
三
班
使
臣
と
な
っ
て

い
る
王
彦
章（
表
１
の
36
）は
、後
唐
の
前
蜀
平
定
を
機
に
洛
陽
へ
移
り
、

開
運
初
年
（
九
四
四
）
に
は
契
丹
南
進
に
対
し
て
澶
州
で
奮
戦
、
後
周

で
も
戦
功
を
重
ね
宋
太
祖
の
下
で
は
北
方
を
固
め
る
諸
将
の
末
席
を
占

め
る
に
至
っ
て
い
る
（『
宋
史
』
巻
二
五
〇
、
王
彦
章
伝
）。
任
漢
權
に

も
同
様
の
来
歴
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
蜀
と
い
う
故
地
か
ら
隔
て
ら
れ

た
彼
ら
は
少
数
派
な
が
ら
、
河
北
の
人
々
と
ま
た
異
な
る
形
で
後
周
の

対
契
丹
対
決
路
線
に
与
り
や
す
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
（
22
）　

同
碑
は
二
〇
〇
二
年
に
巨
野
県
で
出
土
し
て
お
り
、
全
高
五
一
六
セ

ン
チ
、
全
幅
一
五
八
セ
ン
チ
に
及
ぶ
と
い
う
（
孟
二
〇
一
七
）。

　
（
23
）　

な
お
誤
解
の
無
い
よ
う
加
え
れ
ば
、
契
丹
（
遼
）
側
で
も
後
唐
へ
の

敵
対
を
決
定
す
る
際
、
遼
太
宗
の
口
か
ら
「
李
従
珂 

君
を
弑
し
て
自

立
し
、
神
人 

共
に
怒
る
。
宜
し
く
天
討
を
行
う
べ
し
」
と
の
言
辞
が

発
さ
れ
て
お
り
（『
遼
史
』
巻
三
、太
宗
本
紀
上
、天
顯
十
一
年
（
九
三
六
）

七
月
丙
申
）、
こ
う
し
た
伝
統
的
理
論
武
装
の
使
用
自
体
が
後
周
世
宗

朝
の
画
期
性
で
あ
っ
た
と
言
う
の
で
は
な
い
。

（
福
岡
大
学
人
文
学
部
）


